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３．三重県建設副産物処理基準
昭和59年９月制定 
平成２年４月改定 
平成４年４月改定 
平成７年４月改定 
平成11年７月改定 
平成15年４月改定 
平成24年７月改定 
平成27年11月改定 
平成28年 7月改定 
平成31年４月改定 
令和２年４月改定 

第１条 目 的 

 この基準は建設工事の副産物である建設発生土と建設廃棄物の適正な処理等に係る総合的な対策

を発注者及び施工者が適切に実施するために必要な基準を示し、もって建設工事の円滑な施工の確保、

資源の有効な利用の促進及び生活環境の保全を図ることを目的とする。 

第２条 この基準に掲げる用語の意義は次による。 

(1) 建設副産物

「建設副産物」とは、建設工事に伴い副次的に得られたすべての物品であり、その種類としては、

「工事現場外に搬出される建設発生土」、「コンクリート塊」、「アスファルト・コンクリート塊」、「建

設発生木材」、「建設汚泥」、「紙くず」、「金属くず」、「ガラスくず・コンクリートくず（工作物の新

築、改築又は除去に伴って生じたものを除く。）及び陶磁器くず」又はこれらのものが混合した「建

設混合廃棄物」などをいう。 

(2) 建設発生土

「建設発生土」とは、建設工事に伴い副次的に得られた土砂であり、廃棄物処理法に規定する廃

棄物には該当しない。（廃掃法施行令第２条） 

建設発生土には、 

① 土砂及び専ら土地造成の目的となる土砂に準ずるもの、

② 港湾、河川等の浚渫に伴って生ずる土砂（浚渫土）、その他これに類するものがある。

 一方、「建設工事において発生する建設汚泥」は、廃棄物処理法上の産業廃棄物に該当する。 

 土砂と建設汚泥の区分については、次に示す環境省大臣官房廃棄物・リサイクル対策部産業廃棄

物課長通知「建設工事等から生ずる廃棄物の適正処理について」（平成23年３月30日環廃産第

110329004号）によるものとする。 

【建設汚泥の取り扱い】 

 地下鉄工事等の建設工事に係る掘削工事に伴って排出されるもののうち、含水率が高く粒子が微細
な泥状のものは、無機性汚泥（以下「建設汚泥」という。）として取り扱う。また、粒子が直径74ミ
クロンを超える粒子をおおむね95％以上含む掘削物にあっては、容易に水分を除去できるので、ずり
分離等を行って泥状の状態ではなく流動性を呈さなくなったものであって、かつ、生活環境の保全上
支障のないものは土砂として扱うことができる。
 泥状の状態とは、標準仕様ダンプトラックに山積みができず、また、その上を人が歩けない状態を
いい、この状態を土の強度を示す指標でいえば、コーン指数がおおむね200kN／㎡以下又は一軸圧縮
強度がおおむね50 kN／㎡以下である。 
 しかし、掘削物を標準使用ダンプトラック等に積み込んだ時には泥状を呈していない掘削物であっ
ても、運搬中の練り返しにより泥状を呈するものもあるので、これらの掘削物は「汚泥」として取り
扱う必要がある。なお、地山の掘削により生じる掘削物は土砂であり、土砂は廃棄物処理法の対象外
である。 
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(3) 建設廃棄物

「建設廃棄物」とは、建設副産物のうち、廃棄物処理法第２条第１項に規定する廃棄物に該当す

るものをいい、一般廃棄物と産業廃棄物の両者を含む概念である。 

建設副産物と建設廃棄物の関係及び具体例は別紙１のとおりである。 

第３条 適用範囲 

この基準は、三重県が発注する建設工事から発生する建設副産物の処理に適用する。 

第４条 基本方針 

 発注者及び施工者は、「建設工事に係る資材の再生資源化等に関する法律（建設リサイクル法）」、「三

重県における特定建設資材に係る分別解体等及び特定建設資材廃棄物の再資源化等の促進等に関す

る指針」及び「建設リサイクル推進計画2015（中部地方版）」並びに次の基本方針により、適切な役

割分担のもとに建設副産物に係る総合的対策を適切に実施しなければならない。 

(1) 建設副産物の発生の抑制に努めること。

(2) 建設副産物のうち、再使用をすることができるものについては、再使用に努めること。

(3) 建設副産物のうち、再使用がされないものは、再生利用に努めること。

(4) 建設副産物のうち、再使用及び再生利用がされないものは熱回収に努めること。

(5) 建設副産物のうち、前３号の規定による循環的な利用が行われないものについては、適正に処分

すること。なお、処分に当たっては、縮減することができるものについては縮減に努めること。 

第５条 原則化ルール 

 建設副産物の工事現場からの搬出にあたっては、以下の事項について、経済性に拘わらず実施する

ことを原則とする。 

○ コンクリート塊、アスファルト塊

・工事現場からの距離に拘わらず再資源化施設へ搬出する。

○ 建設発生木材（伐採根、伐採木を含む）

・原則として再資源化施設へ搬出する。

ただし、工事現場から50㎞の範囲内に再資源化施設等がない場合または以下の(1)及び

(2)の条件を共に満たす場合は、再資源化に代えて縮減（中間処理施設での焼却）すること

ができる。

(1) 工事現場から再資源化施設までの車両が通行できる道路が整備されていない場合で

あって、

(2) 縮減をするために行う運搬に要する費用の額が、再資源化施設までの運搬に要する費

用の額より低い場合

○ 建設汚泥

・工事現場から50㎞の範囲内に再資源化施設等がある場合は、再資源化施設へ搬出する。

・工事現場から50㎞の範囲内に再資源化施設等がない場合は、適正処理（ 終処分）を行う。 

○建設発生土

・工事現場から50㎞の範囲内の他の工事現場等（国有地又は公有地、民間建設工事を含む）

へ搬出する。

・工事現場から50㎞の範囲内の他の工事現場等（国有地又は公有地、民間建設工事を含む）

へ搬出できない場合、民有地（再資源化施設等を含む）へ適正に処理する。

添付資料

― 4 ―

594



第６条 各段階における計画書の作成等 

１．建設工事の計画段階においては、別紙２「リサイクル計画書（概略設計・予備設計）」を作成す

る。（設計業務の受注者等が作成） 

２．建設工事の設計段階においては、別紙３「リサイクル計画書（詳細設計）」を作成する。（設計業

務の受注者等が作成） 

３．建設工事の積算段階において、建設副産物の再資源化等ができない場合は、別紙５「リサイクル

阻害要因説明書」を作成する。（積算担当者が作成） 

４．建設工事の施工段階においては 

(1) 着手前 

① 受注者は契約額が500万円以上の工事については、別紙６「再生資源利用計画書（実施書）」

及び別紙７「再生資源利用促進計画書（実施書）」を作成して、施工計画書に綴じ込んで監督

員に提出する。 

② 監督員は建設リサイクル法第10条の対象建設工事について、同11条の通知（別紙８）を行う。 

(2) 工事中 

① 受注者は建設副産物を工事現場から搬出する場合は廃棄物処理法に基づき産業廃棄物管理

表（紙マニフェストまたは電子マニフェスト）により、適正に処理されていることを確かめる

とともに監督員に提示する。 

(3) 完了後 

① 受注者は JACIC が運用する「建設副産物情報交換システム」に実績報告を入力する。 

② 受注者はすみやかに別紙６「再生資源利用計画書（実施書）」及び別紙７「再生資源利用促進計

画書（実施書）」を作成し、監督員に提出する。 

③ 受注者は、建設リサイクル法第18条に基づき以下の事項を書面に記載し、監督員に報告する。 

・再資源化等が完了した年月日 

・再資源化等をした施設の名称及び所在地 

・再資源化等に要した費用 

なお、書面は上記②を兼ねるものとする。 

 

第７条 建設発生土 

（搬出の抑制） 

１．建設工事の施工に当たり、適切な工法の選択等により、建設発生土の発生の抑制に努めるととも

に、その現場内利用の促進等により搬出の抑制に努めるものとする。 

（原則化ルール） 

２．三重県が発注する公共工事においては、建設発生土の利用について、次のとおり使用することを

原則とする。 

・工事現場から50㎞以内の他の公共工事から搬出される発生土がある場合には工事目的に要求さ 

れる品質等を考慮したうえで、経済性に拘わらず利用する。 

（公共事業間の利用調整及び再利用推進） 

３．建設発生土の再利用等については、建設発生土情報交換システム（JACIC 運用）を使用して事前

に情報の入出力を行い、建設発生土を必要とする工事を担当する機関または建設発生土を搬出する

工事を担当する機関との調整に努め、次の方法によって建設発生土の有効利用を図るものとする。 
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 なお、土質によっては、工法等を工夫し、再資源化施設の活用、必要に応じ土質改良を行うこと

等により建設発生土の再利用及び工事間流用を図るものとする。 

［建設発生土の取り扱い］ 

建設発生土は以下に示す順序で処理するものとする。 

① 現場内流用（自ら利用） 

② 50㎞以内の「他の公共工事」に流用（ストックヤードへの搬出入含む） 

③ 50㎞以内の国有地又は公有地へ適正に処理する。 

④ 50㎞以内の「民間建設工事」に流用 

⑤ 民有地（再資源化施設等を含む）へ適正に処理する。 

なお、同一番号の中に建設発生土受入地が複数ある場合は、土量、土質、処理費等を踏まえ、適

切に選定する。 

［参考資料］ 

別紙11「表－１土質区分基準」「表－２土質区分判定のための調査試験方法」 

別紙12「表－３適用用途標準（１）」「表－３適用用途標準（２）」 

別紙13「セメント及びセメント系固化剤を使用した改良土の六価クロム溶出試験実施要領（案）」 

（関係法令の遵守） 

４．建設発生土は、土砂等の崩落、飛散又は流出による災害の防止及び生活環境の保全上支障が生じ

ないよう、関係法令等に基づき適正に処理すること。 

（設計上の留意点） 

５．建設発生土の処理に関する設計にあたっては、以下のことに留意するものとする。 

(1)建設発生土受入地における、具体的な施工方法（盛土の形状、法面保護、排水処理等）及び特定

条件（法規制、現場状況、周辺環境、受入場所等）については、設計図書に明示する。 

(2) 建設発生土受入地の埋立て等（土地の埋立て、盛土その他の土地への堆積）区域の面積が3,000

㎡以上かつ高さ1ｍを超える場合の形状及び構造上の基準は、三重県土砂等の埋立て等の規制に

関する条例（以下「土砂条例」という。）施行規則第14条によることとし、適切に設計を行う。 

（積算上の留意点） 

６．建設発生土の処理に関する積算にあたっては、以下のことに留意するものとする。 

(1) 現場内流用ができない建設発生土については建設発生土受入地を指定することを原則とし、建

設発生土受入地までの実運搬距離を計上するものとする。この場合、特記仕様書に建設発生土受

入地及び運搬距離を明記する。 

なお、設計積算時に建設発生土受入地を指定することが困難な場合は、暫定的に運搬距離を８

㎞（発生土量100㎥未満の場合は、４km）として計上できることとし、特記仕様書には「受入地

未定につき別途協議する。暫定的に運搬距離を８㎞（発生土量100㎥未満の場合は、４km）とし

て計上。」と明記する。この場合、契約後、協議により決定した建設発生土受入地までの実運搬

距離に変更契約を行う。 

(2) 建設発生土受入地における処理費（設計図書に明示された、具体的な施工方法及び特定条件に

対応する費用）は、適切に計上する。 

なお、設計積算時に建設発生土受入地を指定することが困難な場合は、一般的な形状を示し、

暫定的に費用を計上することができる。この場合、契約後、協議による具体的な施工方法等によ

り変更契約を行う。 

(3) 建設発生土受入地における受入料金については、積算基準等の「処分費等」として取り扱う。  
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（施工上の留意点） 

７．建設発生土の処理に関する施工にあたっては、以下のことに留意するものとする。 

(1) 受注者は、建設発生土受入地が民有地である場合は土地所有者から別紙 14「建設発生土受入承

諾書」を事前に得る。なお、「建設発生土の民間受入地の公募要領」により登録された民有地を

除く。 

(2) 受注者は、建設発生土を搬出する場合は運搬車両１台毎に別紙 15「建設発生土搬出伝票」を発

行し、搬出先、搬出土量等を把握する。 

(3) 発注者（土砂等を発生させる者）は、土砂条例第９条の許可を受けた埋立て等区域に建設発生

土を搬出する場合は、土砂条例施行規則第18条に規定する「土砂等発生元証明書（様式第10号）」

を発行し、土砂条例第９条の許可を受けた者に提出する。 

 

第８条 建設廃棄物 

（排出の抑制） 

１．建設工事の施工に当たっては、資材納入業者の協力を得て建設廃棄物の発生の抑制を行うととも

に、現場内での再使用、再資源化及び再資源化したものの利用並びに縮減を図り、工事現場からの

建設廃棄物の排出の抑制に努めるものとする。 

（分別解体等及び再資源化等の実施） 

２．建設リサイクル法の対象建設工事の施工者は分別解体等及び再資源化等を行うものとする。 

（処理の委託） 

３．元請け業者は、建設廃棄物を自らの責任において適正に処理しなければならない。処理を委託す

る場合には、次の事項に留意し、適正に委託しなければならない。 

(1) 廃棄物処理法に規定する委託基準を遵守すること。 

(2) 運搬については産業廃棄物収集運搬業者等と、処分については産業廃棄物処分業者等と、それ

ぞれ個別に直接契約すること。 

(3) 建設廃棄物の排出にあたっては、産業廃棄物管理表（紙マニフェストの交付、または電子マニ

フェストの使用）により、 終処分（再生を含む）が完了したことを確認すること。 

（積算上の留意点） 

４．積算者は積算時に以下のことに留意するものとする。 

(1) 再資源化施設へ搬出する場合の積算は、運搬費及び処理費を計上する。 

特記仕様書には特段の理由がある場合を除き処分先及び運搬距離は明示しないこと。 

(2) やむを得ず 終処分場へ搬出する場合は、運搬費及び処理費を計上する。特記仕様書には特段

の理由がある場合を除き処分先及び運搬距離は明示しないこと。 

 

第９条 再生資源及びリサイクル製品等の利用 

（原則化ルール） 

１．三重県が発注する公共工事においては、リサイクル製品の利用については次のとおり使用するこ

とを原則とする。 

○再生砕石 

 工事目的に要求される品質等を考慮したうえで、工事現場から40㎞以内に再資源化施設があ

る場合には経済性にかかわらず再生砕石を利用する。 
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２．再生砕石（ＲＣ－40）の品質規格 

再生砕石（ＲＣ－40）は、路盤発生材、アスファルトコンクリート発生材またはセメントコンク

リート発生材から製造された再生骨材や、それらの発生材でグリズリフィーダを通過した材料など

を単独もしくはこれらを混合したもの、および必要に応じて新規骨材を加えたもので、下記の品質

規格を満たすものとする。 

(1) 修正ＣＢＲ  30％以上 

(2) 塑性指数  ６以下 

(3) すりへり減量  50％以下 

(4) 粒度範囲 

ふるい目の開き（㎜） 粒度範囲（％） 

５３．０ １００ 

３７．５ ９５～１００ 

１９．０ ５０～８０ 

４．７５ １５～４０ 

２．３６ ５～２５ 

［注］再生骨材の粒度は、モルタルなどを含んだ破砕されたままの見かけの骨材粒度を使用する。 

       路盤以外に用いる場合も、上記品質規格に準拠したものを使用すること。 
 

(5) 異物の混入  金属片、内装材、木片などの異物を有害量含まない。 

(6) 受注者は、再生砕石（ＲＣ－40）を使用するにあたっては、上記(1)～(4)に関して材料の使用

前１年以内に実施した材料試験の成績表を事前に監督員に提出し、監督員の確認を受けるものと

する。 

＊詳細については、「舗装再生便覧」（平成22年11月（社）日本道路協会）を参照のこと。 

３．再生合材 

(1) 品質規格は（社）日本道路協会発行「舗装再生便覧」（平成22年11月）の規定によること。 

(2) 適用工種は次のとおり 

・再生資源が表層又は基層工の加熱アスファルト混合物の場合は、表層工又は基層工用の材料 

・再生資源が加熱アスファルト安定処理混合物の場合は、上層路盤工用の材料 

４．みえ・グリーン購入基本方針に基づく環境物品等 

・基本調達品目ごとに定められた調達目標値を満足するよう、使用に努めること。 

○再生加熱アスファルト混合物 

 工事目的に要求される品質等を考慮したうえで、工事現場から40㎞以内、且つ運搬時間1.5

時間以内に再資源化施設がある場合には経済性にかかわらず再生加熱アスファルト混合物を

利用する。 

○グリーン購入法に基づく特定調達物品等 

 知事が定める調達方針に基づき、環境物品等の調達を行うよう努める。 

○三重県リサイクル製品利用推進条例に基づく認定製品 

 県の公共事業にあっては、その性能、品質、数量、価格等について考慮し、優先的に使用す

るよう努めなければならない。 

 国、市町等の公共工事にあっては、できる限り使用するよう努めるものとする。 
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５．三重県リサイクル製品利用推進条例に基づく認定製品 

・県の公共事業にあっては、その性能、品質、数量、価格等について考慮し、優先的に使用するよ

う努めなければならない。 

 国、市町等の公共工事にあっては、できる限り使用するよう努めるものとする。 

 

第10条 附則 

１．この基準は令和2年4月1日より適用する。 

なお、令和2年4月1日以降に建設発生土の処理を行うものについても適用する。 

ただし、建設発生土の処理が令和2年12月22日までに完了するものについては、第７条第５項

の(2)は適用しない。 
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建
設
廃
棄
物 

産
業
廃
棄
物 

一
般
廃
棄
物 

建設副産物と建設廃棄物の関係と具体例  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

土砂及び専ら土地造成の目的となる土砂に準ずるもの 

港湾、河川等の浚渫に伴って生ずる土砂その他これに類するもの 

スクラップ等他人に有償で売却できるもの 

事務所から排出される一般廃棄物の具体的内容(例) 

現場事務所における生ゴミ、新聞、雑誌等 

分類 工事から排出される産業廃棄物の具体的内容（例） 

廃プラスチック類 
廃発泡スチロール等梱包材、廃ビニール、合成ゴム
くず、廃タイヤ、廃シート類 

ゴムくず 天然ゴムくず 

金属くず 
鉄骨鉄筋くず、コンクリートくず、足場パイプ、 
保安塀くず 

ガラスくず、コンクリ
ートくず（工作物の新
築、改築又は除去に伴
って生じたものを除
く）及び陶磁器くず 

ガラスくず、コンクリートくず（工作物の新築、改
築又は除去に伴って生じたものを除く）、タイル衛生
陶磁器くず、耐火レンガくず 
 

 

がれき類 

工作物の新築、改築又は除去に伴って生じたコン
クリートの破片、その他これに類する不要物 
①コンクリート破片 
②アスファルト・コンクリート破片 
③レンガ破片 

汚泥 

含水比が高く微細な泥状の掘削物 
掘削物を標準ダンプトラックに山積みできず、ま

たその上を人が歩けない状態（コーン指数がおおむ
ね200KN／㎡以下又は一軸圧縮強度がおおむね50KN
／㎡以下） 
具体的には場所打杭工法・泥水シールド工法等で

生ずる廃泥水 

木くず 
工作物の新築、改築又は除去に伴って生ずる木くず
（具体的には型枠、足場材等、内装・建具工事等の
残材、抜根・伐採材、木造解体材等） 

紙くず 
工作物の新築、改築又は除去に伴って生ずる紙くず
（具体的には梱包材、段ボール、壁紙くず） 

繊維くず 
工作物の新築、改築又は除去に伴って生ずる繊維く
ず（具体的には廃ウエス、縄、ロープ類） 

廃油 
防水アスファルト（タールピッチ類）、アスファルト
乳剤等の使用残さ 

廃油 揮発油類、灯油類、軽油類 

廃 PCB 等及び PCB 汚染物 トランス、コンデンサ、蛍光灯安定器 

廃石綿等 飛散性アスベスト廃棄物 

別紙１ 

建
設
副
産
物 注１）

建設発生土 

有価物 

特別管理 

産業廃棄物 

注１）安定型最終処分場で処分可能な品目。ただし石膏ボード、廃ブラウン管の側面部（以上ガラスくず及び陶磁器 
くず）、鉛蓄電池の電極、鉛製の管又は板（以上金属くず）、廃プリント配線板（廃プラスチック類、金属くず）、
廃容器包装（廃プラスチック類、ガラスくず及び陶磁器くず、金属くず）は除く。 

注２）建築工事に関する廃棄物のうち、工作物の新築、改築、又は除去に伴わない木くず（街路樹の剪定枝葉、堤防の 
除草による草、ダムの流木等）、紙くず、繊維くずは一般廃棄物となる。 

注１）

注１）

注１）

注１）
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リサイクル阻害要因説明書 

発 注 機 関 名  

工  事  名  

工 事 概 要  

 

Ⅰ．建設資材利用計画 

［ ］内；目標値、（ ）内；達成値 

再生資源利用率の目標値（100％）を達成できない理由 

土   砂 砕   石 アスファルト混合物 

（    ％） （    ％） （    ％） 

［    ％］ ［    ％］ ［    ％］ 

再生材の供給場所がない    

再生材の規格が仕様に適合しない    

その他（下の括弧内に記入）    

その他 

 

 

 

 

 

 

 

Ⅱ．建設副産物搬出計画・実績 

 １．建設発生土、コンクリート塊、アスファルト・コンクリート塊 

［ ］内；目標値、（ ）内；達成値 

 

目標値を達成できない理由 

建設発生土 コンクリート塊 アスファルト・コンクリート塊 

（    ％） （    ％） （    ％） 

［    ％］ ［    ％］ ［    ％］ 

他に再利用できる現場がない    

再利用できる現場の要求する規格に適合し

ない 

   

有害物質が混入している    

再資源化施設がない    

その他（下の括弧内に記入）    

その他 
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２．建設汚泥、建設発生木材、建設混合廃棄物 

［ ］内；目標値、（ ）内；達成値 

目標値を達成できない理由 

建設汚泥 建設発生木材 建設混合廃棄物 

（    ％） （    ％） （    ％） 

［    ％］ ［    ％］ ［    ％］ 

他に再利用できる現場がない    

再利用できる現場の要求する規格に適合し

ない 

   

有害物質が混入している    

再資源化施設がない    

その他（下の括弧内に記入）    

その他 

 

 

 

 

 

 

 

注） それぞれの品目で再生資源利用率、再資源化率及び再資源化・縮減率がそれぞれの目標値に達

しない場合（建設混合廃棄物については、再資源化・縮減率が０％の場合）は、該当品目の理由

の欄に○印をつける。 

   理由の欄に該当するものがない場合には、「その他」の欄に丸印を付け、下の括弧内に具体的

に記述する。 
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様式13 

  年  月  日 

知事 
市長 あて 

発注者職氏名： 
住    所： 

建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律第11条の規定により、下記のとおり通知します。 

記 

連 

絡 

先 

所 属 名 

担当者職氏
フリ

 名
ガナ

 

電 話 番 号 ―  ―     （内線 ） 

工 
 

事 
 

の 
 

内 
 

容 

工 事 の 名 称 

工 事 の 場 所 市郡   町村     地内 

工 事 の 概 要 工事の種類 
□建築物に係る解体工事 □建築物に係る新築又は増築の工事

□建築物に係る新築工事等であって新築又は増築の工事に該当しないもの

□建築物以外のものに係る解体工事又は新築工事等（ ）注１ 

工事の規模 
建築物に係る解体工事      用途 、階数 、工事対象床面積 ㎡ 

建築物に係る新築又は増築の工事 用途 、階数 、工事対象床面積 ㎡ 

建築物に係る新築工事等であって新築又は増築の工事に該当しないもの 

用途 、階数 、請負代金 万円（税込） 

建築物以外のものに係る解体工事又は新築工事等     請負代金 万円（税込） 

特定建設資材の利用 
計画書 

注２ 

分   類 利 用 量 備   考 

□コンクリート

□コンクリート及び鉄から成る建設資材

□木材

□アスファルト混合物

ﾄﾝ

ﾄﾝ

ﾄﾝ

ﾄﾝ

特定建設資材廃棄物
の搬出計画 

注３ 

分   類 発 生 量 備   考 

□コンクリート

□木材（木材が廃棄物になったもの）

□アスファルト・コンクリート塊

ﾄﾝ

ﾄﾝ

ﾄﾝ

請 

負 

者 

工 期
年   月   日 ～ 年   月  日 

工事着手予定日：  年  月 日 

会 社 名 現場代理人氏
フリ

 名
ガナ 

所 在 地 〒 

電 話 番 号 ―    ― （内線 ） Ｆ Ａ Ｘ ―    ― 

別紙８ 

※ 受付番号

注１） 建物外のものに係る解体工事又は新築工事等の場合は工事の具体的な種類を記入する。（例：舗装、築堤、
土地改良等） 

注２） 建築物の新築、増改築、修繕、リフォーム及び土木工事等その他の工作物の工事で、特定建設資材を搬入
する工事について記入する。 

注３） 建築物及び土木工作物の解体工事で特定建設資材を搬出する工事について記入する。 

通  知  書 
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＊１） 国土交通省令（建設業に属する事業を行う者の再生資源の利用に関する判断の基準となるべき事項を定める省令 平成13年３月

29日 国交令59、建設業に属する事業を行う者の指定副産物に係る再生資源の利用の促進に関する判断の基準となるべき事項を定

める省令 平成13年３月29日 国交令60）においては区分として第１種～第４種建設発生土が規定されている。 

＊２） この土質区分基準は工学的判断に基づく基準であり、発生土が産業廃棄物であるか否かを決めるものではない。 

＊３） 表中の第１種～第４種改良土は、土（泥土を含む）にセメントや石灰を混合し化学的安定処理したものである。例えば第３種改

良土は、第４種建設発生土または泥土を安定処理し、コーン指数400kN／㎡以上の性状に改良したものである。 

＊４） 含水比低下、粒度調整などの物理的な処理や高分子系や無機材料による水分の土中への固定を主目的とした改良材による土質改

良を行った場合は、改良土に分類されないため、処理後の性状に応じて、改良土以外の細工分に分類する。 

＊５） 所定の方法でモールドに締め固めた試料に対し、コーンペネトロメーターで測定したコーン指数（表－２参照）。 

＊６） 計画段階（掘削前）において発生土の区分を行う必要があり、コーン指数を求めるために必要な試料を得られない場合には、土

質材料の工学的分類体系（（社）地盤工学会）と備考欄の含水比（地山）、掘削方法から概略の区分を選定し、掘削後所定の方法で

コーン指数を測定して区分を決定する。 

＊７） 土質材料の工学的分類体系における 大粒径は75㎜と定められているが、それ以上の粒径を含むものについても本基準を参照し

て区分し、適切に利用する。 

＊８） 砂及び礫と同等の品質が確保できているもの。 

＊９） ・港湾、河川等のしゅんせつに伴って生ずる土砂その他これに類するものは廃棄物処理法の対象となる廃棄物ではない。（廃棄

物の処理及び清掃に関する法律の施行について 昭和46年10月16日 環整43 環境庁通知） 

・地山の掘削により生じる掘削物は土砂であり、土砂は廃棄物処理法の対象外である。（建設工事等から生ずる廃棄物の適正処

理について 平成13年６月１日 環廃産276 環境省通知） 

・建設汚泥に該当するものについては、廃棄物処理法に定められた手続きにより利用が可能となる。 

 

表－１ 土質区分基準 

区  分 
 (国土交通省令)＊1) 

細区分＊2),3),4) 

コーン 
指 数 
qc＊5) 

(kN／㎡) 

土質材料の工学的分類＊6),7) 備   考＊6) 

大分類 
中分類 

土質{記号} 

含水比 
(地山) 
Wn（％） 

掘削方法 

第１種建設発生土 

砂、礫及びこれら 

に準ずるもの 

第１種 
－ 

礫質土 礫{G}、砂礫{GS} － 

＊排水に考慮
するが、降水、
浸出地下水等
により含水比
が増加すると
予想される場
合は、１ラン
ク下の区分と
する。 
 
＊水中掘削等
による場合は、
２ランク下の
区分とする。 
 

砂質土 砂{S}、礫質砂{SG} － 

第１種改良土＊8) 人工材料 改良土{I} － 

第２種建設発生土 

砂質土、礫質土 

及びこれらに準 

ずるもの 

第2a 種 

800 
以上 

礫質土 細粒分まじり礫{GF} － 

第2b 種 砂質土 細粒分まじり砂{SF} － 

第２種改良土 人工材料 改良土{I} － 

第３種建設発生土 

通常の施工性が 

確保される粘性土及

びこれに準ずるもの 

第3a 種 

400 
以上 

砂質土 細粒分まじり砂{SF} － 

第3b 種 
粘性土 シルト{M}、粘土{C} 40％程度以下 

火山灰質粘性土 火山灰質粘性土{V} － 

第３種改良土 人工材料 改良土{I} － 

第４種建設発生土 

粘性土及びこれに 

準ずるもの 

（第３種発生土を 

除く） 

第4a 種 

200 
以上 

砂質土 細粒分まじり砂{SF} － 

第4b 種 

粘性土 シルト{M}、粘土{C} 40～80％程度 

火山灰質粘性土 火山灰質粘性土{V} － 

有機質土 有機質土{O} 40～80％程度 

第４種改良土 人工材料 改良土{I} － 

（泥土）＊1),9) 

泥土ａ 

200 
未満 

砂質土 細粒分まじり砂{SF} － 

泥土ｂ 

粘性土 シルト{M}、粘土{C} 80％程度以下 

火山灰質粘性土 火山灰質粘性土{V} － 

有機質土 有機質土{O} 80％程度以下 

泥土ｃ 高有機質土 高有機質土{Pt} － 
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表-２ 土質区分判定のための調査試験方法 

判定指標＊１) 試験方法 規格番号・基準番号 

コーン指数＊２) 締固めた土のコーン指数試験方法 JIS A 1228 

土質材料の工学的分類 地盤材料の工学的分類方法 JGS 0051 

自然含水比 土の含水比試験方法 JIS A 1203 

土の粒土 土の粒土試験方法 JIS A 1204 

液性限界・塑性限界 土の液性限界・塑性限界試験方法 JIS A 1205 

 
＊１） 改良土の場合は、コーン指数のみを測定する。 

＊２） １層ごとの突固め回数は、25回とする（参考表参照） 
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表－３ 適用用途標準(1) 

 
適 用 用 途 

 
 

区  分 

工作物の埋戻し 土木構造物の裏込め 
道路用盛土 

路床 路体 

評
価 

留意事項 評
価 

留意事項 評
価 

留意事項 評
価 

留意事項 

第１種 
建設発生土 

砂、礫及びこれら 
に準ずるもの 

第１種 ◎ 
大粒径注意 

粒度分布注意 
◎ 

大粒径注意 
粒度分布注意 

◎ 
大粒径注意 

粒度分布注意 
◎ 

大粒径注意 
粒度分布注意 

第１種
改良土 

◎ 大粒経注意 ◎ 大粒経注意 ◎ 大粒経注意 ◎ 大粒経注意 

第２種 
建設発生土 

砂質、礫質土及び 
これらに 
準ずるもの 

第2a種 ◎ 
大粒経注意 

細粒分含有率注意 
◎ 

大粒経注意 
細粒分含有率注意 

◎ 大粒経注意 ◎ 大粒経注意 

第2b種 
発生土 

◎ 細粒分含有率注意 ◎ 細粒分含有率注意 ◎  ◎  

第２種
改良土 

◎  ◎  ◎  ◎  

第３種 
建設発生土 

通常の施工性が確 
保される粘性土及び 
これに準ずるもの 

第3a種
発生土 

○  ○  ○  ◎ 
施工機械の 
選定注意 

第3b種
発生土 

○  ○  ○  ◎ 
施工機械の 
選定注意 

第３種
改良土 

○  ○  ○  ◎ 
施工機械の 
選定注意 

第４種 
建設発生土 

 
粘性土及びこれに 

準ずるもの 

第4a種
発生土 

○  ○  ○  ○  

第4b種
発生土 

△  △  △  ○  

第４種
改良土 

△  △  △  ○  

泥土 

泥土ａ △  △  △  ○  

泥土ｂ △  △  △  △  

泥土ｃ ×  ×  ×  △  

 
［評価］ 

◎：そのままで使用が可能なもの、留意事項に使用時の注意を示した。 

○：適切な土質改良（含水比低下、粒度調整、機能付加・補強、安定処理等）を行えば使用可能なもの。 

△：評価が○のものと比較して、土質改良にコスト及び時間がより必要なもの。 

×：良質土との混合などを行わない限り土質改良を行っても使用が不適なもの。 

土質改良の定義 

含水率低下：水切り、天日乾燥、水位低下掘削等を用いて、含水比の低下を図ることにより利用可能となるもの。 

粒度調整：利用場所や目的によっては細粒分あるいは粗粒分の付加やふるい選別を行うことで利用可能となるもの。 

機能付加・補強：個化材、水や軽量材等を混合することにより発生土に流動性、軽量性などの付加価値をつけることや

補強剤等による発生土の補強を行うことにより利用可能となるもの。 

安定処理等：セメントや石灰による化学的安定処理と高分子系や無機材料による水分の土中への固定を主目的とした改

良材による土質改良を行うことにより利用可能となるもの。 

［留意事項］ 

大粒径注意：利用用途先の材料の 大粒径、または一層の仕上り厚さが規定されているもの。 

細粒分含有率注意：利用用途先の材料の細粒分含有率の範囲が規定されているもの。 

礫混入率注意：利用用途先の材料の礫混入率が規定されているもの。 

粒土分布注意：液状化や土粒子の流出などの点で問題があり、利用場所や目的によっては粒土分布に注意を要するもの。 

透水性注意：透水性が高く、難透水性が要求される部位への利用は適さないもの。 

表層利用注意：表面への露出により植生や築造等に影響を及ぼすおそれのあるもの。 

施工機械の選定注意：過転圧などの点で問題があり、締固め等の施行機械の接地圧に注意を要するもの。 

淡水域利用注意：淡水域に利用する場合、水域の pH が上昇する可能性があり、注意を要するもの。 
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表－３ 適用用途標準(2) 

 
適 用 用 途 
 
 
 

区    分 

河 川 築 堤 土 地 造 成 
水面埋立 

高規格堤防 一般堤防 宅地造成 公園・緑地造成 

評
価 

留意事項 評
価 

留意事項 評
価 

留意事項 評
価 

留意事項 評
価 

留意事項 

第１種 
建設発生土 

砂、礫及びこれら 

に準ずるもの 

第１種 ◎ 

大粒径注意 

礫混入率注意 

透水性注意 

表層利用注意 

○  ◎ 
大粒径注意 

礫混入率注意 

表層利用注意 
◎ 表層利用注意 ◎ 粒度分布注意 

第１種 

改良土 
◎ 

大粒径注意 

礫混入率注意 

透水性注意 

表層利用注意 

○  ◎ 
大粒径注意 

礫混入率注意 

表層利用注意 
◎ 表層利用注意 ◎ 淡水域利用注意 

第２種 
建設発生土 

砂質土、礫質土 

及びこれら 

に準ずるもの 

第２a種 ◎ 

大粒径注意 

礫混入率注意 

透水性注意 

表層利用注意 

◎ 
大粒径注意 

透水性注意 
◎ 

大粒径注意 

礫混入率注意 

表層利用注意 
◎ 表層利用注意 ◎  

第２b種 ◎  ◎  ◎  ◎  ◎ 粒度分布注意 

第２種 

改良土 
◎ 表層利用注意 ◎  ◎ 表層利用注意 ◎ 表層利用注意 ◎ 淡水域利用注意 

第３種 
建設発生土 

通常の施工性が確 

保される粘性土及び 

これに準ずるもの 

第３a種 ◎ 
施工機械の 

選定注意 
◎ 

施工機械の 

選定注意 
◎ 

施工機械の 

選定注意 
◎ 

施工機械の 

選定注意 
◎ 粒度分布注意 

第３b種 ◎ 
施工機械の 

選定注意 
◎ 

施工機械の 

選定注意 
◎ 

施工機械の 

選定注意 
◎ 

施工機械の 

選定注意 
◎  

第３種 

改良土 
◎ 

表層利用注意

施工機械の 

選定注意 

◎ 
施工機械の 

選定注意 
◎ 

表層利用注意

施工機械の 

選定注意 
◎ 

表層利用注意

施工機械の 

選定注意 
◎ 淡水域利用注意 

第４種 
建設発生土 

 
粘性土及びこれに 

準ずるもの 

第４a種 ○  ○  ○  ○  ◎ 粒度分布注意 

第４b種 ○  ○  ○  ○  ◎  

第４種 

改良土 
○  ○  ○  ○  ◎ 淡水域利用注意 

泥土 

泥土ａ ○  ○  ○  ○  ○  

泥土ｂ △  △  △  △  ○  

泥土ｃ ×  ×  ×  △  △  
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参考表 コーン指数（qc）の測定方法 
※「締固めた土のコーン指数試験方法（JIS A 1228）」（地盤工学会編「土質試験の方法と解説 第一回改訂版」pp.266-268）をもとに作成 

供 試 体 の 作 成 

試 料 

4.75㎜ふるいを通過したもの。 

ただし、改良土の場合は9.5㎜ふるいを通過させたも

のとする。 

モ ー ル ド 
内径100㎜ 

高さ127.3㎜ 

ラ ン マ ー 質量2.5㎏ 

突 固 め 
３層に分けて突き固める。各層ごとに30㎝の高さか

ら25回突き固める。 

測 定 

 

コーンペネトロメーター 底面の断面積3.24㎠、先端角度30度のもの。 

貫 入 速 度 １㎝／s 

方 法 

モールドをうけたまま、鉛直にコーンの先端を供試

体上端部から5㎝，7.5㎝，10㎝貫入した時の貫入抵

抗力を求める。 

計 算 

貫 入 抵 抗 力 
貫入量5㎝，7.5㎝，10㎝に対する貫入抵抗力を平均

して、平均貫入抵抗力を求める。 

コ ー ン 指 数 （ q c ） 
平均貫入抵抗力をコーン先端の底面積3.24㎠で除す

る。 

注）ただし、ランマーによる突固めが困難な場合は、泥土と判断する。 
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セメント及びセメント系固化材を使用した改良土の六価クロム溶出試験実施要領（案） 

 

１．適用範囲 

 本試験要領は、セメント及びセメント系固化材を原位置もしくはプラントにおいて土と混合する改

良土の六価クロムの溶出試験に適用するものとし、対象工法は表－１のとおりとする。ここで、セメ

ント及びセメント系固化材とは、セメントを含有成分とする固化材で、普通ポルトランドセメント、

高炉セメント、セメント系固化材、石灰系固化材をいい、これに添加剤加えたものを含める。 

 

２．試験の種類及び方法 

  本試験要領における六価クロム溶出試験は、以下の方法で構成される。 

２－１ セメント及びセメント系固化材の地盤改良に使用する場合の試験 

  本試験では原地盤内の土と混合して施工される地盤改良を対象とする。 

(1) 配合設計の段階で実施する環境庁告示46号溶出試験（以下、「試験方法１」という） 

 環境庁告示46号の溶出試験は、土塊・団粒を粗砕した2㎜以下の土壌を用いて６時間連続振とうし

た後に、六価クロム溶出量を測定する方法である注１）。この試験は、固化材が適切かどうかを確認

することを目的に行う。 

(2) 施工後に実施する環境庁告示46号溶出試験（以下、「試験方法２」という） 

 改良された地盤からサンプリングした試料を用い、実際に施工された改良土からの六価クロムの

溶出量を確認する目的で行う。 

(3) 施工後に実施するタンクリーチング試験（以下、「試験方法３」という） 

 タンクリーチング試験は、塊状にサンプリングした試料を溶媒水中に静置して六価クロム溶出量

を測定する方法である（添付資料２を参照）。この試験は、改良土量が5,000㎥ 注２）程度以上または

改良体本数が500本程度以上の改良工事のみを対象に、上記（２）で溶出量が も高かった箇所につ

いて、塊状の試料からの特価クロムの溶出量を確認する目的で行う。 

(4) 試験方法２及び３の実施を要しない場合 

 試験方法１で六価クロムの溶出量が土壌環境基準を超えなかったセメント及びセメント系固化材

を地盤改良に使用する場合、試験方法２及び３を実施することを要しない。ただし、火山灰質粘性

土を改良する場合は、試験方法１の結果にかかわらず、試験方法２及び３を実施するものとする。 

注１）環境庁告示46号溶出試験 

 （添付資料１）のとおり、平成３年８月23日付け環境庁告示46号に記載された規格で行う。 

注２）施工単位が㎡となっている場合は㎥への換算を行う。 

 

２－２ セメント及びセメント系固化材を使用した改良土を再利用する場合の試験 

 本試験は、以下に示すような再利用を目的とした改良土を対象とする。 

１）建設発生土及び建設汚泥の再利用を目的として、セメント及びセメント系固化材によって改良

する場合 

２）過去もしくは事前にセメント及びセメント系固化材によって改良された改良土を掘削し、再利

用する場合 

 

別紙13 
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(1) 配合設計、プラントにおける品質管理、もしくは改良土の供給時における品質保証の段階で実施

する環境庁告示46号溶出試験（以下、「試験方法４」という） 

 この試験は、固化材が適切かどうか、もしくは再利用を行う改良土からの溶出量が土壌環境基準

値以下であるかを確認する目的で行う。本試験は改良土の発生者（以下、「供給する者という」が実

施し、利用者（以下、「施工する者」という）に試験結果を提示しなければならない。また、利用者

は発生者から試験結果の提示を受けなければならない。 環境庁告示46号溶出試験の方法は２－１

(1)に同じ。 

 (2) 施工後に実施する環境庁告示46号溶出試験（以下、「試験方法５」という） 

２－１(2)同じ。ただし、本試験は改良土を施工する者が実施する。 

(3) 施工後に実施するタンクリーチング試験（以下、「試験方法６」という） 

２－１(3)に同じ。ただし、本試験は改良土を施工する者が実施する。 

 

３．供試体作成方法及び試験の個数 

 工事の目的・規模・工法によって必要となる供試体作成方法及び試験の数は異なるが、以下にその

例を示す。 

３－１ セメント及びセメント系固化材を地盤改良に使用する場合 

(1) 配合設計の段階で実施する環境庁告示46号 

 溶出試験（「試験方法１」に対して） 

 室内配合試験時の強度試験等に使用した供試体から、

400～500g 程度の試料を確保する。 

 配合設計における室内配合試験では、深度方向の各

土層（あるいは改良される土の各土質）ごとに、添加

量と強度との関係が得られるが、実際には右図のよう

に、室内配合試験を行った添加量（配合Ａ，Ｂ，Ｃ）

と現場添加量（目標強さに対応した添加量）とが一致

しない場合が多い。そのため、室内配合試験のなかか

ら、現場添加量に も近い添加量の供試体（配合Ｃ）

を選び、各土層（あるいは改良される土の各土質）ご

とに供試体（材齢７日を基本とする）を１検体ずつ環

境庁告示46号溶出試験に供する。 

(2) 施工後に実施する環境庁告示46号溶出試験 

（「試験方法２」に対して） 

 現場密度の確認あるいは一軸圧縮強さなどの品質管理に用いた、もしくは同時に採取した試料（材

齢28日目を基本とする）から、400～500g 程度の試料を確保する。なお、試料の個数は、以下のよ

うに工法に応じたものを選択する。 

〈試験個数１〉表層安定処理工法、路床工、上層・下層路盤工、改良土盛土工など 

１）改良土量が5,000㎥以上の工事の場合 

改良土1,000㎥に１回程度（１検体程度）とする。 

２）改良土量が1,000㎥以上5,000㎥未満の工事の場合 

１工事当たり３回程度（合計３検体程度） 

強
度 

配
合
Ａ 

目標強さ 

（室内配合強さ） 

配
合
Ｂ 

配
合
Ｃ 

（添加量） 設
計
配
合 

 

現
場
添
加
量 

・ 
・ 

・ 
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３）改良土量が1,000㎥に満たない工事の場合 

１工事あたり１回程度（合計１検体程度） 

 

〈試験個数２〉 深層混合処理工法、薬液注入工法、地中連続壁土留工など 

１）改良体が500本未満の工事の場合 

ボーリング本数（３本）×上中下３深度（計３検体）＝合計９検体程度とする。 

２）改良体が500本以上の工事の場合 

ボーリング本数（３本＋改良体が500本以上につき250本増えるごとに１本）×上中下 

３深度（計３検体）＝合計検体数を目安とする。 

 

(3) タンクリーチング試験（「試験方法３」に対して） 

 改良土量が5,000㎥程度以上又は改良体本数が500本程度以上の規模の工事においては、施工後の

現場密度の確認あるいは一軸圧縮強さなどの品質管理の際の各サンプリング地点において、できる

だけ乱れの少ない十分な量の試料（500g 程度）を確保し、乾燥させないよう暗所で保管する。タン

クリーチング試験は、保管した試料のうち「試験方法２」で溶出量が 大値を示した箇所の１試料

で実施する。 

 

３－２ セメント及びセメント系固化材を使用した改良土等を再利用する場合 

(1) 配合設計、土質改良プラントの品質管理、改良土の供給時における品質保証の段階で実施する環

境庁告示46溶出試験（「試験方法４」に対して） 

１）建設発生土及び建設汚泥の再利用を目的として、セメント及びセメント系固化材によって改良

する場合 

 室内配合試験による配合設計を行う場合は３－１（１）に同じ。ただし、配合設計を行わ

ない場合においては、製造時の品質管理もしくは供給時における品質保証のための土質試験

の試料を用いて、1,000㎥程度に１検体の割合で環境庁告示46号溶出試験を行う。 

２）過去もしくは事前にセメント及びセメント系固化材によって改良された改良土を掘削し、再利

用する場合 

 利用者に提示する品質保証のための土質試験の試料を用いて、1,000㎥程度に１検体の割合で

環境庁告示46号溶出試験を行う。 

 

(2) 施工後に実施する環境庁告示46号溶出試験（「試験方法５」に対して） 

  ３－１(2)に同じ。ただし、「試験方法２」を「試験方法５」と読み替える。 

 

(3) タンクリーチング試験（「試験方法６」に対して） 

  ３－１(3)に同じ。ただし、「試験方法３」を「試験方法６」と読み替える。 

 

４．六価クロム溶出試験等の積算の考え方について 

 六価クロム溶出試験費及びタンクリーチング試験費等については、共通仮設費の技術管理費等に

「六価クロム溶出試験費」として、別途見積により積み上げ計上するものとする。 
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表－１ 溶出試験対象工法 

工種 種別 細別 工法概要 

地盤改良工 

固結工 

粉体噴射撹拌 

高圧噴射撹拌 

スラリー撹拌 

〈深層混合処理工法〉地表からかなりの深さまでの区

間をセメント及びセメント系固化材と原地盤とを強

制的に撹拌混合し、強固な改良地盤を形成する工法 

薬液注入 
地盤中に薬液（セメント系）を注入して透水性の減少

や原地盤強度を増大させる工法 

表層安定処 

理工 
安定処理 

〈表層混合処理工法〉セメント及びセメント系固化材

を混入し、地盤強度を改良する工法 

路床安定処

理工 
路床安定処理 

路床土にセメント及びセメント系固化材を混合して

路床の指示力を改善する工法 

舗装工 舗装工各種 
下層路盤 

上層路盤 

〈セメント安定処理工法〉現地発生材、地域産材料ま

たはこれらに補足材を加えたものを骨材とし、これに

セメント及びセメント系固化材を添加して処理する

工法 

仮設工 
地中連続壁

工（柱列式） 
柱列杭 

 地中に連続した壁面等を構築し、止水壁及び土留擁

壁とする工法のうち、ソイルセメント柱列壁等のよう

に原地盤土と強制的に混合して施工されるものを対

象とし、場所打ちコンクリート壁は対象外とする 

〈備考〉 

 

１．土砂にセメント及びセメント系固化材を混合した改良土を用いて施工する、盛土、埋戻、土地

造成工法についても対象とする。 

 

２．本試験要領では、石灰パイル工法、薬液注入工法（水ガラス系・高分子系）凍結工法、敷設材

工法、表層排水工法、サンドマット工法、置換工法、石灰安定処理工法は対象外とする。 
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（添付資料１） 

土壌の汚染に係る環境基準について（抜粋） 

（平成３年８月２３日環境庁告示第４６号） 
改正  平成５環告１９・平成６環告５・平成６環告２５・平成７環告１９・平成１０環告・２１ 

公害対策基本法（昭和４２年法律第１３２号）第９条の規定に基づく土壌の汚染に係る環境基準につ

いて次のとおり告示する。 

環境基本法（平成５年法律第９１号）第１６条第１項による土壌の汚染に係る環境上の条件につき、

人の健康を保護し、及び生活環境を保全する上で維持することが望ましい基準（以下「環境基準」とい

う。）並びにその達成期間等は、次のとおりとする。 

第１ 環境基準 

１ 環境基準は、別表の項目の欄に掲げる項目ごとに、同表の環境上の条件の欄に掲げるとおりとす

る。 

２ １の環境基準は、別表の項目の欄に掲げる項目ごとに、当該項目に係る土壌の汚染の状況を的確

に把握することができると認められる場所において、同表の測定方法の欄に掲げる方法により測定

した場合における既定値によるものとする。 

３ １の環境基準は、汚染がもっぱら自然的原因によることが明らかであると認められる場所及び原

材料の堆積場、廃棄物の埋立地その他の別表の項目の欄に掲げる物質の利用又は処分を目的として

現にこれらを集積している施設に係る土壌については、適用しない。 

第２ 環境基準の達成期間等 

環境基準に適合しない土壌については、汚染の程度や広がり、影響の態様等に応じて可及的速や

かにその達成維持に努めるものとする。 

なお、環境基準を早期に達成することが見込まれない場合にあっては、土壌の汚染に起因する環

境影響を防止するために必要な措置を講ずるものとする。 

別表 

項  目 環 境 上 の 条 件 測  定  方  法 

六価クロム 検液１ℓにつき０．０５ｍｇ以下である

こと。 

規格６５．２に定める方法 

備考 

１ 環境上の条件のうち検液中濃度に係るものにあっては付表に定める方法により検液を作成し、

これを用いて測定を行うものとする。 
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付表 

検液は、次の方法により作成するものとする。 

１ カドミウム、全シアン、鉛、六価クロム、砒素、総水銀、アルキル水銀、ＰＣＢ及びセレンにつ

いては、次の方法による。 

(1) 採取した土壌の取扱い 

採取した土壌はガラス製容器又は測定の対象とする物質が吸着しない容器に収める。試験は土

壌採取後直ちに行う。試験を直ちに行えない場合には、暗所に保存し、できるだけ速やかに試験

を行う。 

(2) 資料の作成 

採取した土壌を風乾し、中小礫、木片等を除き、土塊、団粒を粗砕した後、非金属製の２ｍｍ

の目のふるいを通過させて得た土壌を十分混合する。 

(3) 試料液の調整 

試料（単位ｇ）と溶媒（純水に塩酸を加え、水素イオン濃度指数が５．８以上６．３以下とな

るようにしたもの）（単位ｍℓ ）とを重量体積比１０％の割合で混合し、かつ、その混合液が５０

０ｍℓ 以上となるようにする。 

(4) 溶出 

調製した試料液を常温（おおむね２０℃）常圧（おおむね１気圧）で振とう機（あらかじめ振

とう回数を毎分約２００回に、振とう幅を４ｃｍ以上５ｃｍ以下に調整したもの）を用いて、６

時間連続して振とうする。 

(5) 検液の作成 

(1)から(4)の操作を行って得られた試料液を１０分から３０分程度静置後、毎分約３，０００

回転で２０分間遠心分離した後の上澄み液を孔径０．４５μｍのメンブランフィルターでろ過し

てろ液を取り、定量に必要な量を的確に計り取って、これを検液とする。 
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分析方法と留意点 

本指針で示した汚染土壌に係る分析方法の概要とその留意点は、次のとおりである。 

 

(1) 土壌中重金属等の溶出量分析方法（土壌環境基準、平成３年８月２３日付け環境庁告示第４６号に

掲げる方法） 

① 検液の作成（溶出方法） 

 

土壌の取扱い 

 

1) 採取した土壌はガラス製容器等に収める。試験を直ちに行えない場合には、暗所に保存

する。 

 

試料の作成 

 

2) 採取した土壌を風乾し、中小礫、木片等を除き、土塊、団粒を粗砕した後、非金属製の

２ｍｍ の目ふるいを通過させて得た土壌を十分混合する。 

 

試料液の調製 

 

3) 試料（ｇ）と溶媒（純水に塩酸を加えてｐＨ＝５．８～６．３としたもの（ｍℓ））とを

１：１０（Ｗ：Ｖ）の割合で混合する。 

4) 混合液が５００ｍç以上となるようにする。 

 

溶   出 

 

5) 常温（おおむね２０℃）常圧（おおむね１気圧）で振とう機（振とう回数毎分２００回、

振とう幅４～５ｃｍ）を用いて６時間連続振とうする。 

 

静   置 

 

6) 溶出した試料液を１０～３０分程度静置する。 

 

ろ   過 

 

7) 試料液を毎分３，０００回転で２０分遠心分離した後の上澄み液をメンブランフィルタ

ー（孔径０．４５μｍ）を用いてろ過してろ液を取り、検液とする。 

 

検   液 
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② 定量方法 

ジフェニルカルバジド吸光光度法(JIS K0102の65.2.1) 

フレーム原子吸光法      (JIS K0102の65.2.2) 

電気加熱原子吸光法（フレームレス原子吸光法）(JIS K0102の65.2.3) 

ＩＣＰ発光分析法       (JIS K0102の65.2.4) 

ＩＣＰ質量分析法       (JIS K0102の65.2.5) 
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（添付資料２） 

タンクリーチング試験について 

 

タンクリーチング試験は下図のように、施工後の品質管理等の際に確保した試料を、塊状のまま溶媒

水中に水浸し、水中に溶出する六価クロムの濃度を測定するものである。試験方法及び手順は以下のと

おりである。 

 

１． 施工後のサンプリング等で確保していた試料から400g 程度の供試体を用意する。供試体は環境庁

告示４６号の溶出試験のように、土塊や団粒を2mm 以下に粗砕せず、できるだけ塊状のものを用いる。

その際、 

1) 一塊の固形物として確保できる場合は、固形物のまま 

2) 数個の塊に分割した状態の場合は、分割した塊の状態のまま 

3) 形状の保持が困難な粒状の状態で確保されるものについては、粒状のまま 

を供試体とする。形状寸法は定めない。 

２．溶媒水として純水を使用する。純水の初期の pH は5.8～6.3とする。 

３．非金属製の容器を準備し、採取試料400g 程度を容器内に置く。その後、所定量の溶媒水（固液比1:10、

試料の乾燥重量の10倍体積の溶媒水＝4L 程度）を充填し、供試体のすべてが水中に没するよう水浸さ

せる。水浸の際にはできるだけ供試体の形状が変化しないよう注意し、水浸直後の供試体の状況をス

ケッチにより記録する。 

４．容器を密封後、20℃の恒温室内に静置する。この間、溶媒水の pH 調整は行わない。 

５．水浸28日後に溶媒水を採水し、六価クロムの濃度測定を行う。濃度測定は（添付資料１）に示した

JIS K 0102の65.2に定める方法とする。採水の際には溶媒水を軽く撹拌した後、濃度測定に必要な分

量を採取し、孔径0.45μm のメンブランフィルターにてろ過する。 

６．試験終了後には、水中での供試体の状態をスケッチし記録する。 
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（表面） 

建 設 発 生 土 受 入 承 諾 書 

  年  月  日  

（受注者名） 様 

土地所有者 住 所
 氏 名 印 

  三重県          発注の          工事施行に伴い発生する

土砂を下記のとおり、私の所有地に受け入れることを承諾します。 

 また、受け入れにあたっては、別紙「建設発生土を受け入れるにあたっての承諾 

事項」について厳守します。 
記 

１ 受入地の所在地 

（市）   （町村）   大字 番地 

（郡） 

２ 地 目  （ ） 

３ 受入土量 

４ 期 間 

５ 関係法令、条例等への対応（許可等） 

６ 添付資料 

（１）位置図、平面図等

（２）受入地が判別できる写真

別紙14 
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（裏面） 

別紙 「建設発生土を受け入れるにあたっての承諾事項」 

（１）土地所有者は、別表１のいずれかに該当する者ではありません。 

（２）（１）の事項に関して、三重県が関係機関へ照会を行うこと、及びその結果が、事実と相違す

ることが判明した場合には、当該事実に関して三重県が行う一切の措置について異議を申し出ま

せん。 

（３）受入地は、廃棄物が不法に投棄されていない土地です。 

（４）建設発生土の受け入れに必要となる関係法令、条例等への対応については「建設発生土受入承

諾書 ５ 関係法令、条例等への対応（許可等）」のとおりで、手続き済みです。また、許可

証の写し等の提出を求められれば提出します。 

（５）建設発生土の受け入れを転売の目的といたしません。 

（６）建設発生土の受け入れに伴う受入地の隣接土地所有者、周辺住民、利害関係者等からの苦情に

ついては、土地所有者が対応します。 

（７）土地所有者は、建設発生土の受入期間中は、受入地に係る土砂の搬出、搬入は行ないません（搬

入された土量の検収を妨げない場合は除く）。 

（８）土地所有者は、建設発生土の受入地への搬入が円滑になされるよう協力します。 

（９）建設発生土搬入後の管理については、必要となる関係法令の対応を含めて土地所有者の責任で

行ないます。 

別表１ 

（１）自己又は自己の役員が、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成

３年法律第77号）第２条第２号に規定する暴力団（以下「暴力団」という。）又は同

法第２条第６号に規定する暴力団員（以下、「暴力団員」という。）である者

（２）暴力団又は暴力団員がその経営に実質的に関与している者

（３）自己、自社又は第三者の不正の利益等を図る目的、若しくは第三者に損害を加え

る目的をもって暴力団又は暴力団員を利用するなどしている者

（４）暴力団又は暴力団員に資金等を提供し、または便宜を供与するなど直接的あるい

は間接的に暴力団の維持運営に協力し、若しくは関与している者

（５）暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有している者

（６）暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれを不当に利用している者
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＊この伝票は、建設発生土を現場外へ搬出する場合に使用する。 

＊この伝票は、運搬車両一車ごとに作成する。 

＊運搬車両番号欄は、ナンバープレート番号とし、整理番号として１つの搬出先に対して運搬の速い者から順に連番を付する。 

＊印欄は、サインでも可 

建設発生土 搬出伝票 整理番号 

搬出年月日 年 月 日 請負業者名 主任技術者 印 

工事名 
工事場所 

（搬出元） 

  市 

  郡 
町 地内 

搬出する 

土質 

□第１種 □第４種

□第２種 □泥土

□第３種

搬出する 

土量 

（㎥） 

㎥ 

搬出先 

の種別 

□他の公共工事へ流用 □再資源化施設

□他の民間工事へ流用 □最終処分場

□国有地 □公有地

□ストックヤード □その他

搬出先の所在地 
市 

郡 
町 地内 

搬出先の名称 

運搬距離 km 

運搬車両 

番号 
運転者名 印 

備 考 

別紙15 
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（670～671欠頁）

（80～81欠頁）

23.施工体制台帳に係る書類の提出について
平成27年3月30日付け国官技第325号、国営整第292号、
平成27年3月27日付け国港技第123号、平成27年3月16日
付け国空安保第763号、国空交企第643号
大臣官房技術調査課長、大臣官房営繕技術管理室から
地方整備局企画部長、各地方整備局営繕部長あて

「施工体制台帳に係る書類の提出について」の一部改正について

「施工体制台帳に係る書類の提出について」（平成１３年３月３０日付け国官技第７０号、

国営技第３０号）の一部を下記のとおり改正することとしたので、遺漏なきよう措置され
たい。

（別紙） 

施工体制台帳に係る書類の提出に関する実施要領 

１．目的 

公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律及び建設業法に基づく

適正な施工体制の確保等を図るため、発注者から直接建設工事を請け負った建

設業者は、施工体制台帳を整備すること等により、的確に建設工事の施工体制

を把握するとともに、受注者の施工体制について、発注者が必要と認めた事項

について提出させ、発注者においても的確に施工体制を把握することを目的と

する。 

２．対象工事 

工事を施工するために、下請契約を締結した工事。 

３．記載すべき内容 

（１）建設業法第二十四条の七第一項及び建設業法施行規則第十四条の二に掲

げる事項

（２）安全衛生責任者名、安全衛生推進者名、雇用管理責任者名

（３） 監理技術者、主任技術者（下請負を含む）及び元請負の専門技術者（専

任している場合のみ）の顔写真

（４）一次下請負人となる警備会社の商号又は名称、現場責任者名、工期

（注１）提出様式は、別添 様式例を参考とする。 

（注２）施工体制台帳の作成方法等は「施工体制台帳の作成等について」（平

成７年６月２０日付け建設省経建発第１４７号）を参考とする。 

４．提出手続き 

主任監督員は、受注者に対し、施工体制台帳等を作成後、施工体制台帳に係

る書類を、工事着手までに提出させるものとする。また、施工体制に変更が生

じる場合は、そのつど、提出させるものとする。 

５．提出根拠 

・建設業法第２４条の７

・公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律第１５条

６．適用 

この要領は、平成２７年４月１日以降に契約する工事に適用する。 
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平成７年６月２０日 

建設省経建発第１４７号 

最終改正：平成３１年３月２９日 

国土建第４９９～５００号 

各地方整備局等建設業担当部長 

各都道府県建設業主管部局長  殿 

国土交通省土地・建設産業局建設業課長 

施工体制台帳の作成等について(通知) 

建設業法の一部改正する法律（平成６年法律第６３号）により、平成７年６月２９日

から特定建設業者に施工体制台帳の作成等が義務付けられ、また、公共工事の入札及び

契約の適正化の促進に関する法律（平成１２年法律第１２７号。以下「入札契約適正化

法」という。）の適用対象となる公共工事（以下単に｢公共工事｣という。）は、発注者

へその写しの提出等が義務付けられることとなった。さらに、建設業法等の一部を改正

する法律（平成２６年法律第５５号）により、平成２７年４月１日から、公共工事につ

いては、発注者から直接請け負った公共工事を施工するために下請契約を締結する

場合には下請金額にかかわらず施工体制台帳の作成等が義務付けられることとなった。

このため、これらの的確な運用に資するため、施工体制台帳の作成等を行う際の指針を

下記のとおり定めたので、貴職におかれては、十分留意の上、事務処理に当たって遺漏

のないよう措置されたい。 

なお、貴管内の公共工事の発注者等関係行政機関及び建設業者団体にも速やかに関係

事項の徹底方を取り計らわれたい。 

記 

一 作成建設業者の義務 

  建設業法（昭和２４年法律第１００号。以下「法」という。）第２４条の

７第１項（入札契約適正化法第１５条第１項の規定により読み替えて適用さ

れる場合を含む。）の規定により施工体制台帳を作成しなければならない場

合における建設業者（以下「作成建設業者」という。）の留意事項は次のと

おりである。 

（１） 施工計画の立案
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施工体制台帳の作成等に関する義務は、公共工事においては発注者か

ら直接請け負った公共工事を施工するために下請契約を締結したときに、

民間工事（公共工事以外の建設工事をいう。以下同じ。）においては発

注者から直接請け負った建設工事を施工するために締結した下請契約の

総額が 4,000 万円（建築一式工事にあっては、6,000 万円）以上となった

ときに生じるものである。このため、特に民間工事については、監理技

術者の設置や施工体制台帳の作成等の要否の判断を的確に行うことがで

きるよう、発注者から直接建設工事を請け負おうとする特定建設業者は、

建設工事を請け負う前に下請負人に施工させる範囲と下請代金の額に関

するおおむねの計画を立案しておくことが望ましい。 

（２） 下請負人に対する通知

公共工事においては発注者から請け負った建設工事を施工するために

下請契約を締結したとき、民間工事においては下請契約の額の総額が

4,000 万円（建築一式工事にあっては、6,000 万円）に達するときは、 

① 作成建設業者が下請契約を締結した下請負人に対し、

ａ 作成建設業者の称号又は名称

ｂ 当該下請負人の請け負った建設工事を他の建設業を営む者に請け

負わせたときには法第２４条の７第２項の規定による通知（以下「再

下請負通知」という。）を行わなければならない旨 

ｃ 再下請負通知に係る書類（以下「再下請負通知書」という。）を

提出すべき場所 

の 3 点を記載した書面を交付しなければならない。 

② ①の a、b 及び c に掲げる事項が記載された書面を、工事現場の見や

すい場所に掲げなければならない。

上記①及び②の書面の記載例としては、次のようなものが考えられる。 

〔①の書面の文例〕

下請負人となった皆様へ 

今回、下請負人として貴社に施工を分担していただく建設工事につ

いては、建設業法(昭和２４年法律１００号)第２４条の７第１項の規定

により、施工体制台帳を作成しなければならないこととなっています。 

この建設工事の下請負人(貴社)は、その請け負ったこの建設工事を他

の建設業者を営むもの(建設業の許可を受けていないものを含みます。) 

に請け負わせたときは、 

イ 建設業法第２４条の７第２項の規定により、遅滞なく、建設業法

施行規則（昭和２４年建設省令第１４号。以下「規則」という。）

第１４条の４に規定する再下請負通知書を当社あてに次の場所まで

提出しなければなりません。また、一度通知いただいた事項や書類

に変更が生じたときも、遅滞なく、変更の年月日を付記して同様の

通知書を提出しなければなりません。

ロ 貴社が工事を請け負わせた建設業を営むものに対しても、この書

面を複写し交付して、「もしさらに他の者に工事を請け負わせたと

きは、作成建設業者に対するイの通知書の提出と、その者に対する
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この書面の写しの交付が必要である」旨を伝えなければなりません。 

  作成建設業者の商号 ○○建設(株) 

  再下請負通知書の提出場所 工事現場内 

建設ステーション／△△営業所 

〔②の書面の文例〕 

  この建設工事の下請負人となり、その請け負った建設工事を他の

建設業を営む者に請け負わせた方は、遅滞なく、建設業法施行規則

（昭和２４年建設省令第１４号）第１４条の４第１項に規定する再

下請負通知書を提出してください。一度通知した事項や書類に変更

が生じたときも変更の年月日を付記して同様の書類の提出をしてく

ださい。 

○○○建設（株

（３）下請負人に対する指導等

施工体制台帳を的確かつ速やかに作成するため、施工に携わる下請負人

の把握に努め、これらの下請負人に対し速やかに再下請通知書を提出する

よう指導するとともに、作成建設業者としても自ら施工体制台帳の作成に

必要な情報の把握に努めなければならない。 

（４）施工体制台帳の作成方法

施工体制台帳は、所定の記載事項と添付書類から成り立っている。その

作成は、発注者から請け負った建設工事に関する事実と、施工に携わるそ

れぞれの下請負人から直接に、若しくは各下請負人の注文者を経由して提

出される再下請負通知書により、又は自ら把握した施工に携わる下請負人

に関する情報に基づいて行うこととなるが、作成建設業者が自ら記載して

もよいし、所定の記載事項が記載された書面や各下請負人から提出された

再下請負通知書を束ねるようにしてもよい。ただし、いずれの場合も下請

負人ごとに、かつ、施工の分担関係が明らかとなるようにしなければなら

ない。 

  〔例〕発注者から直接建設工事を請け負った建設業者をＡ社とし、Ａ社が

下請契約を締結した建設業を営む者をＢ社及びＣ社とし、Ｂ社が下請契

約を締結した建設業を営む者をＢａ社及びＢｂ社とし、Ｂｂ社が下請契

約を締結した建設業を営む者をＢｂａ社及びＢｂｂ社とし、Ｃ社が下請

契約を締結した建設業を営む者をＣａ社、Ｃｂ社、Ｃｃ社とする場合に

おける施工体制台帳の作成は、次の 1)から 10)の順で記載又は再下請負通

知書の整理を行う。 

１）Ａ社自身に関する事項（規則第１４条の２第１項第１号）及び A 社

が請け負った建設工事に関する事項（規則第１４条の２第１項第２号） 

２）B 社に関する事項（規則第１４条の２第１項第３号）及び請け負っ

た建設工事に関する事項（規則第１４条の２第１項第４号）

３）Ba 社に関する･･･ 〔B 社が提出する再下請負通知書等に基づき記載

または添付〕 
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４）Bb 社に関する･･･ 〔B 社が提出する再下請負通知書等に基づき記載

または添付〕 

５）Bba 社に関する･･･〔Bｂ社が提出する

〕 〃

６）Bbb 社に関する･･･〔Bb 社が提出する

〃 〕 

７）C 社に関する事項（規則第１４条の２第１項第３号）及び請け負っ

た建設工事に関する事項（規則第１４条の２第１項第４号）

８）Ca 社に関する･･･ 〔C 社が提出する

〕 

〕 

〃

９）Cb 社に関する･･･ 〔C 社が提出する

〃

10）Cc 社に関する･･･ 〔C 社が提出する

〃    〕 

また、添付書類についても同様に整理して添付しなければならない。 

施工体制台帳は、一冊に整理されていることが望ましいが、それぞれの

関係を明らかにして、分冊により作成しても差し支えない。 

（５）施工体制台帳を作成すべき時期

施工体制台帳の作成は、記載すべき事項又は添付すべき書類に係る事実

が生じ、又は明らかとなった時（規則第１４条の２第１項第１号に掲げる

事項にあっては、作成建設業者に該当することとなった時）に遅滞なく行

わなければならないが（規則第１４条の５第３項）、新たに下請契約を締

結し下請契約の総額が(1)の金額に達したこと等により、この時よりも後に

作成建設業者に該当することとなった場合は、作成建設業者に該当するこ

ととなった時に上記の記載又は添付をすれば足りる。 

また、作成建設業者に該当することとなる前に記載すべき事項又は添付

すべき書類に係る事実に変更があった場合も、作成建設業者に該当するこ

ととなった時以降の事実に基づいて施工体制台帳を作成すれば足りる。 

（６）各記載事項及び添付書類の意義

施工体制台帳の記載に当たっては、次に定めるところによる。

A 社 1) 

C 社 7) B 社 2) 

Bb   Ba Cc   Cb  Ca 

社 10) 社 9)  社 8) 社 4) 社 3) 

Bbb  Bba 

社 6)  社 5) 
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① 記載事項（規則第１４条の２第１項）関係

イ 第１号イの「建設業の種類」は、請け負った建設工事にかかる建設業

の種類に関わることなく、特定建設業の許可か一般建設業の許可かの別

を明示して、記載すること。この際、規則別記様式第１号記載要領５の

表の（）内に示された略号を用いて記載して差し支えない。

ロ 第１号ロの「健康保険等の加入状況」は、健康保険、厚生年金保険及

び雇用保険の加入状況についてそれぞれ記載すること。

ハ 第２号イ及びへの建設工事の内容は、その記載から建設工事の具体的

な内容が理解されるような工種の名称等を記載すること。

ニ 第２号ロの｢営業所｣は、作成建設業者の営業所を記載すること。

ホ 第２号ホの「主任技術者資格」は主任技術者が法第７条第２号イに該

当する者であるときは「実務経験（指定学科・土木）」のように、同号

ロに該当する者であるときは「実務経験（土木）」のように、同号ハに

該当し、規則別表（２）に掲げられた資格を有するときは当該資格の名

称を、有しないときは「国土交通大臣認定者（土木）」のように記載す

る。また、「監理技術者資格」は、監理技術者が法第１５条第２号イに

該当する者であるときはその有する規則別表（２）に掲げられた資格の

名称を、同号ロに該当する者であるときは「指導監督的実務経験（土木）」

のように、同号ハに該当する者であるときは「国土交通大臣認定者（土

木）」のように記載する。

ヘ 第２号ホの「専任の主任技術者又は監理技術者であるか否かの別」は、

実際に置かれている技術者が専任の者であるか専任の者でないかを記

載すること。

ト 第２号への「主任技術者資格」は、その者が法第７条第２号イに該当

する者であるときは「実務経験（指定学科･土木）」のように、同号ロ

に該当する者であるときは「実務経験（土木）」のように、同号ハに該

当し、規則別表（２）に掲げられた資格を有するときは当該資格の名称

を、有しないときは「国土交通大臣認定者（土木）」のように記載する。

チ 第２号トの「一号特定技能外国人、外国人技能実習生及び外国人建設

就労者の従事の状況」は、当該工事現場に従事するこれらの者の有無を

記載すること。

リ 第３号ロの「建設業の種類」は、例えば大工工事業の許可を受けてい

るものが大工工事を請け負ったときは「大工工事業」と記載する。この

際、規則別記様式第１号記載要領６の表の（）内に示された略号を用い

て記載して差し支えない。

② 添付書類(規則第１４条の２第２項)関係

イ 第１号の書類は、作成建設業者が当事者となった下請契約以外の下請

契約にあっては、請負代金の額について記載された部分が抹消されて

いるもので差し支えない。

ただし、公共工事については、全ての下請契約について請負代金の

額は明記されていなければならない。 

なお、同号の書類には、法第１９条各号に掲げる事項が網羅されて
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いなければならないので、これらを網羅していない注文伝票等は、こ

こでいう書類に該当しない。 

ロ 第２号の「主任技術者又は監理技術者資格を有することを証する書

面」は、作成建設業者が置いた主任技術者又は監理技術者についての

み添付すればよく、具体的には、規則第３条第２項又は規則第１３条

第２項に規定する書面を添付すること。

ハ 第３号の「主任技術者資格を有することを証する書面」は、作成建設

業者が置いた規則第１４条の２第１項第２号ヘに規定する者について

のみ添付すればよく、具体的には、規則第３条第２項に規定する書面

を添付すること。

（７）記載事項及び添付書類の変更

一度作成した施工体制台帳の記載事項または添付書類(法第１９条第１項

の規定による書面を含む。) について変更があったときは、遅滞なく、当該

変更があった年月日を付記して、既に記載されている事項に加えて変更後

の事項を記載し、又は既に添付されている書類に加えて変更後の書類を添

付しなければならない。 

変更後の事項記載についても、(4)に掲げたところと同様に、作成建設業

者が自ら行ってもよいし、変更後の所定の記載事項が記載された書面や各

下請負人から提出された変更に係る再下請負通知書を束ねるようにしても

よい。 

（８）施工体系図

施工体系図は、作成された施工体制台帳をもとに、施工体制台帳のいわ

ば要約版として樹状図等により作成の上、工事現場の見やすいところに掲

示しなければならないものである。 

ただし、公共工事については、工事関係者が見やすい場所及び公衆が見や

すい場所に掲示しなければならない。 

その作成に当たっては、次の点に留意して行う必要がある。 

① 施工体系図には、現にその請け負った建設工事を施工している下請負人

に限り表示すれば足りる（規則第１４条の６第２号）。なお、｢現にその

請け負った建設工事を施工している｣か否かは、請負契約で定められた工

期を基準として判断する。

② 施工体系図の掲示は、遅くとも上記①により下請負人を表示なければな

らなくなったときまでには行う必要がある。また、工期の進行により表示

すべき下請負人に変更があったときには、速やかに施工体系図を変更して

表示しておかなければならない。

③ 施工体系図に表示すべき「建設工事の内容」(規則第１４条の６第１号

及び第２号)は、その記載から建設工事の具体的な内容が理解されるよう

な工種の名称等を記載すること。

④ 施工体系図は、その表示が複雑になり見にくくならない限り、労働安全

等他の目的で作成される図面を兼ねるものとして作成しても差し支えな

い。

（９）施工体制台帳の発注者への提出等



����

����

���

作成建設業者は、発注者からの請求があったときは、備え置かれた施工

体制台帳をその発注者の閲覧に供しなければならない。 

ただし、公共工事については、作成した施工体制台帳の写しを提出しな

ければならない。 

（１０）施工体制台帳の備置き等

施工体制台帳の備置き及び施工体系図の掲示は、発注者から請け負った

建設工事目的物を発注者に引き渡すまで行わなければならない。ただし、

請負契約に基づく債権債務が消滅した場合(規則第１４条の７。請負契約の

目的物の引渡しをする前に契約が解除されたこと等に伴い、請負契約の目

的物を完成させる債務とそれに対する報酬を受け取る債権とが消滅した場

合を指す。) には、当該債権債務の消滅するまで行えば足りる。 

（１１）法第４０条の３の帳簿への添付

施工体制台帳の一部は、上記(１０)の時期を経過した後は、法第４０条の

３の帳簿の添付資料として添付しなければならない。すなわち、上記(１０)

の時期を経過した後に、施工体制台帳から帳簿に添付しなければならない部

分だけを抜粋することとなる。このため、施工体制台帳を作成するときには、

あらかじめ、帳簿に添付しなければならない事項を記載した部分と他の事項

が記載された部分とを別紙に区分して作成しておけば、施工体制台帳の一部

の帳簿への添付を円滑に行うことが出来ると考えられる。 

二 下請負人の義務 

  施工体制台帳の作成等の義務は、作成建設業者に係る義務であるが、施工

体制台帳が作成される建設工事の下請負人にも次のような義務がある。 

（１）施工体制台帳が作成される建設工事である旨の通知

その請け負った建設工事の注文者から一(2)①の書面の交付を受けた場合

や、工事現場に一(2)②の書面が掲示されている場合は、その請け負った建

設工事を他の建設業を営む者に請け負わせたときに以下に述べるところに

より書類の作成、通知等を行わなければならない。 

（２）建設工事を請け負わせた者及び作成建設業者に対する通知

(1)に述べた場合など施工体制台帳が作成される建設工事の下請負人とな

った場合において、その請け負った建設工事を他の建設業を営む者に請け

負わせたときは、遅滞なく、 

① 当該他の建設業を営む者に対し、一(2)①の書面を交付しなければなら

ない。

② 作成建設業者に対し、(3)に掲げるところにより再下請負通知を行わな

ければならない。

（３）再下請負通知

① 再下請負通知は、規則第１４条の４に規定するところにより作成した書

面(以下｢再下請負通知書｣という。) をもって行わなければならない。再下

請負通知書の作成は、再下請負通知人がその請け負った建設工事を請け負

わせた建設業を営む者から必要事項を聴取すること等により作成する必

要があり、自ら記載をして作成してもよいし、所定の記載事項が記載され

た書面を束ねるようにしてもよい。ただし、いずれの場合も下請負人ごと
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に行わなければならない。 

② 再下請負通知書の作成及び作成建設業者への通知は、施工体制台帳が作

成される建設工事の下請負人となり、その請け負った建設工事を他の建設

業を営む者に請け負わせた後、遅滞なく行わなければならない。(規則第

１４条の４第２項)

  また、発注者から直接建設工事を請け負った建設業者が新たに下請契約

を締結した場合や下請契約の総額が一(1)の金額に達したこと等により、施

工途中で再下請負通知人に該当することとなった場合において、当該該当

することとなった時よりも前に記載事項又は添付書類に係る事実に変更

があった時も、再下請負通知人に該当することとなった時以降の事実に基

づいて再下請負通知書を作成すれば足りる。 

③ 再下請通知書に添付される書類は、請負代金の額について記載された部

分が抹消されているもので差し支えない。ただし、公共工事については、

当該部分は記載されていなければならない。

④ 一度再下請負通知を行った後、再下請負通知書に記載した事項または添

付した書類(法第１９条第１項の規定による書面)について変更があったと

きは、遅滞なく、当該変更があった年月日を付記して、既に記載されてい

る事項に加えて変更後の事項を記載し、又は既に添付されている書類に加

えて変更後の書類を添付しなければならない。

⑤ 作成建設業者に対する再下請負通知書の提出は、注文者から交付される

一(2)①の書面や工事現場の掲示にしたがって、直接に作成建設業者に提

出することを原則とするが、やむを得ない場合には、直接に下請契約を締

結した注文者に経由を依頼して作成建設業者あてに提出することとして

も差し支えない。

三 施工体制台帳の作成等の勧奨について 

  下請契約の総額が一(1)の金額を下回る民間工事など法第２４条の７第１項

の規定により施工体制台帳の作成等を行わなければならない場合以外の場合

であっても、建設工事の適正な施工を確保する観点から、規則第１４条の２か

ら第１４条の７までの規定に準拠して施工体制台帳の作成等を行うことが望

ましい。 

また、より的確な建設工事の施工及び請負契約の履行を確保する観点から、

規則第１４条の２等においては記載することとされていない安全衛生責任者

名、雇用管理責任者名、就労予定労働者数、工事代金支払方法、受注者選定理

由等の事項についても、できる限り記載することが望ましい。 

なお、｢施工体制台帳の整備について｣(平成３年２月５日付け建設省経構発

第３号)は、廃止する。 
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第 1 章 はじめに 

1．三重県 CALS 電子納品運用マニュアルについて

1)目  的 

三重県 CALS 電子納品運用マニュアル（以下「本マニュアル」という。）

は、三重県が行う電子納品について、三重県が準拠する各省庁の要領・

基準等に加え、三重県における独自の適用方法と要求事項を定め、もっ

て公共事業情報の有効な利活用を行うために統一的な電子化を図るこ

とを目的とする。 

2)適用範囲

本マニュアルは、県土整備部、農林水産部及び企業庁が所管する案件 

に適用する。 

なお、県土整備部営繕課が所管する案件については、受発注者間の協

議により本マニュアルの適用を決定する。 

3)準拠する基準等

準拠する要領・基準等は表１及び表２のとおりとする。 

なお、準拠する要領・基準等と本マニュアルに同内容の記述がある場

合は、本マニュアルの内容を優先するものとする。 

表１ 

部名等 準拠する要領・基準等 

県土整備部関係 国土交通省版に準拠する。 

県土整備部 

営繕課関係 
国土交通省<大臣官房官庁営繕部>版に準拠する。 

農林水産部関係 

国土交通省版に準拠する。 

ただし、農業農村整備事業については、農林水産省

農村振興局版の要領・基準（案）に準拠する。 

企業庁関係 国土交通省版に準拠する。 
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表２ 

監修等先 要 領・基 準 等 発行年月 

国
土
交
通
省

一般 

土木 

工事完成図書の電子納品等要領 H28.3 

土木設計業務等の電子納品要領 H28.3 

CAD 製図基準※1 H29.3 

デジタル写真管理情報基準 H28.3 

測量成果電子納品要領 H30.3 

地質・土質調査成果電子納品要領 H28.10 

電気 

工事完成図書の電子納品等要領 

電気通信設備編 
H28.3 

土木設計業務等の電子納品要領 

電気通信設備編 
H28.3 

CAD 製図基準 電気通信設備編 H29.3 

機械 

工事完成図書の電子納品要領 

機械設備工事編 
H28.3 

土木設計業務等の電子納品要領 

機械設備工事編 
H28.3 

CAD 製図基準 機械設備工事編 H29.3 

電子納品要領 機械設備工事編 

施設機器コード 
H28.3 

一般 

土木 

電子納品運用ガイドライン【土木工事編】 H30.3 

電子納品運用ガイドライン【業務編】 H30.3 

CAD 製図基準に関する運用ガイドライン H29.3 

電気 

電子納品運用ガイドライン 

【電気通信設備 工事編】 
H30.3 

電子納品運用ガイドライン  

【電気通信設備 業務編】 
H30.3 

CAD 製図基準に関する運用ガイドライン 

電気通信設備編 
H29.3 

機械 

電子納品運用ガイドライン 

機械設備工事編【工事】 
H30.3 

電子納品運用ガイドライン 

機械設備工事編【業務】 
H30.3 

CAD 製図基準に関する運用ガイドライン 

機械設備工事編 
H29.3 

機械設備保守点検業務の電子納品運用ガイドライン H28.3 

共通 
電子納品運用ガイドライン【測量編】 H30.3 

電子納品運用ガイドライン【地質・土質調査編】 H30.3 
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表２ 

監修等先 要 領・基 準 等 発行年月 

国
土
交
通
省

大臣 

官房 

官庁 

営繕

部 

営繕工事電子納品要領 H30 版 

建築設計業務等電子納品要領 H30 版 

営繕工事写真撮影要領 H28 版 

官庁営繕事業に係る電子納品運用ガイドライン 【営繕工事編】 H30 版 

官庁営繕事業に係る電子納品運用ガイドライン 【営繕業務編】 H30 版 

港湾

局 

地方整備局(港湾空港関係)の事業における電子納品運用 

ガイドライン【業務編】 
H30.4 

地方整備局(港湾空港関係)の事業における電子納品運用 

ガイドライン【工事編】 
H30.3 

地方整備局(港湾空港関係)の事業における電子納品運用 

ガイドライン【資料編】 
H30.4 

農
林
水
産
省
農
村
振
興
局

土木 

工事完成図書の電子納品要領(案） H23.3 

設計業務等の電子納品要領(案) H23.3 

測量成果電子納品要領(案） H26.3 

地質・土質調査成果電子納品要領(案） H24.3 

電子化図面データの作成要領(案) H23.3 

電子化写真データの作成要領(案) H23.3 

機械 
工事完成図書の電子納品要領(案） 機械設備工事編 H19.4 

設計業務等の電子納品要領(案) 機械設備工事編 H26.3 

電子化図面データの作成要領(案) 機械設備工事編 H26.3 

電気 
工事完成図書の電子納品要領(案） 電気通信設備編 H17.4 

設計業務等の電子納品要領(案) 電気通信設備編 H25.3 

電子化図面データの作成要領(案) 電気通信設備編 H25.3 

土木 
電子納品運用ガイドライン(案）【工事編】 H24.3 

電子納品運用ガイドライン(案）【業務編】 H24.3 

電子納品運用ガイドライン(案）【測量編】 H26.3 

電子納品運用ガイドライン(案）【地質・土質調査編】 H24.12 

電子化図面データ作成運用ガイドライン(案) H24.3 

機械 
電子納品運用ガイドライン(案）【機械設備工事編】 H26.3 

電子納品運用ガイドライン(案） 機械設備工事編 【業務】 H26.3 

電子化図面データ作成運用ガイドライン(案) 機械設備工事編 H26.3 

機械設備保守点検業務の電子納品運用ガイドライン(案） H26.3 

電気 
電子納品運用ガイドライン(案）【電気通信設備工事編】 H25.3 

電子納品運用ガイドライン(案）【電気通信設備業務編】 H25.3 

電子化図面データ作成運用ガイドライン(案) 電気通信設備編 H25.3 
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※1 CAD製図基準 H29.3に記載されている下記要領等は当面は適用しない。

・道路工事完成図等作成要領：国土交通省国土技術政策総合研究所

・道路基盤地図情報交換属性セット(案)：国土交通省国土技術政策総合研究所

・道路基盤地図情報製品仕様書 (案)：国土交通省国土技術政策総合研究所

最新情報参照先 

：国土交通省 http://www.cals-ed.go.jp/ 

：国土交通省 大臣官房官庁営繕部 

http://www.mlit.go.jp/gobuild/kijun_cals_cals.htm 

：国土交通省 港湾局技術企画課  

http://www.ysk.nilim.go.jp/cals/index.htm 

：国土交通省「ICTの全面的活用」を実現する上での技術基準類 

https://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/constplan/sosei_constplan_tk_000031.html 

：農林水産省 農村振興局 

http://www.maff.go.jp/j/nousin/seko/nouhin_youryou/index.html 

����

����

���

http://www.cals-ed.go.jp/
http://www.mlit.go.jp/gobuild/kijun_cals_cals.htm
http://www.ysk.nilim.go.jp/cals/index.htm
https://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/constplan/sosei_constplan_tk_000031.html
http://www.maff.go.jp/j/nousin/seko/nouhin_youryou/index.html


第 2 章 電子納品の基本的事項 

1．電子納品の基本的事項について

1)電子媒体

・電子納品において、成果品データは電子媒体に書き込むこととする。

電子媒体は、原則、改ざん防止のため一度しかデータの書き込みがで

きない CD-R または DVD-R を用いることとし、論理フォーマットは

CD-R の場合 Joliet とし、DVD-R の場合 UDF(UDF Bridge)とする。 

・データが大容量になる場合には、受発注者間の協議により BD-R の使

用を可とし、論理フォーマットは UDF2.6 とする。

・表示事項は電子媒体表面に直接印字するか、先がフェルトの油性ペン

等でディスクを傷つけないように直接書き入れることとし、ラベル

シール等の電子媒体への貼り付けは不可とする。

・データは 1 枚の電子媒体に格納することを基本とするが、容量が不足

し 1 枚の電子媒体に格納できず、複数枚の電子媒体に格納する場合は

以下の規則に従う。

①各電子媒体に何枚目／総枚数を明記する。

②何枚目の電子媒体であっても、工事管理ファイル（業務管理ファ

イル）を各電子媒体のルート直下に添付する。ただし、各工事管

理ファイル（業務管理ファイル）中のメディア番号は、各電子媒

体に明記してある「○枚目／総枚数」の番号と整合を取る。 

電子媒体記入例 

※１受発注者署名欄への署名

は、フルネームで署名する。 

※２受注者署名欄は、下表を

参考に、工種に応じて使い分

けること。 

※３発注者名は、発注機関の

名称を記入する。 

※１，２※１

○○○○ ○○○○

※３

Joliet 

201917002843100001 
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・電子媒体に記述する工事番号（業務番号）については、仕様書鑑の右下

端に記載の番号から空白及び「－」を詰めた 18 桁を記入する。

例)「2019 170028 431－00001」なら「201917002843100001」 

(半角数字) 

・電子媒体は品質の信頼性が高いものを使用すること。

・電子媒体は表面に印刷出来るものを使用すること。

2)紙による成果品

・電子化することが困難な資料等、やむを得ない場合は、受発注者間の協

議により紙媒体による納品も可とする。この場合、紙媒体による納品と

した理由を打ち合わせ簿等で確認すること。 

3)電子納品する範囲および電子データのファイル形式の確定

・工事または業務着手前に、予め電子化する書類の範囲およびファイル形

式を受発注者間で協議し確定しておくものとする。 

なお、電子化にあたっては、スキャニングによる無理な電子化は行わな

い。 

・ファイル形式は、受発注者間で同一の形式を使用することが望ましいが、

やむを得ず異なる形式を使用する場合は、相互で内容が完全に一致し

た状態で読めることを確認のうえ使用すること。 

4)電子媒体等の原本性の証明

・受発注者は、相互に電子媒体の内容を確認した後、原本性を証明するた

め、電子媒体の表面に直接署名を行うものとする。 

・発注者は、監督員(単数監督員制)又は専任監督員(複数監督員制)が署名

するものとする。

・受注者は、工事の場合は現場代理人とし、業務委託については調査・測

量業務は現場代理人、計画・設計・解析業務は管理技術者が署名するも

のとする。

・受注者は、電子媒体及び電子化できなかった書類の原本性を証明するた

め、電子媒体等納品書を作成し、署名・押印の上、電子媒体と共に発注

者へ納品するものとする。 
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工事の電子媒体等納品書記入例 委託業務の電子媒体等納品書記入例 

電子媒体等納品書ダウンロード先 

URL：http://www.pref.mie.lg.jp/common/06/ci600003649.htm 

三重県 HP＜まちづくり＜公共事業＜CALS/EC＜電子納品＜要領・基準等＜ 

令和元年７月版三重県 CALS 電子納品運用マニュアル ページ内に掲載 

5)ウイルス対策

成果品の電子納品時において、納品前には必ず以下の各項目に従って 

ウイルス対策を行う。

・納品すべき最終成果品が完成し、電子媒体に書き込んだ時点でウイル

スチェックを行う。

・ウイルス対策ソフトは信頼性が高く、ウイルス定義が常に最新のもの

を利用できるソフトウェアを利用する。 

・最近のウイルスも検出できるように、ウイルス対策ソフトは常に最新

のデータに更新(アップデート)したものを利用する。できるだけサ

ポート契約により自動的にアップデートが可能であることが望まし

い。 

・納品する電子媒体にはウイルスチェックに関する情報として以下を

記載する。

① 使用したウイルス対策ソフト名

② ウイルス(パターンファイル)定義年月日またはパターンファイ

ル名

③チェック年月日
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第 3 章 電子納品の詳細事項  

1．電子納品対象書類について

三重県における電子納品の対象書類は以下のとおりとする。 

ただし、第 1 章 1．3)の準拠する要領・基準等に示されているその他の書

類、成果品の電子納品を妨げるものではない。 

また、本マニュアルの記載例について特に記載がない場合、国土交通省の

要領・基準等に準拠して記載しています。 

1)公共工事の電子納品

工事関係の書類で電子納品の対象とするものは以下のとおり。 

(1)工事写真(PHOTO フォルダに格納)

(2)施工計画書(PLAN-ORG フォルダに格納)

(3)出来形品質管理資料(MEET-ORG フォルダに格納)

・測定結果総括表

・測定結果一覧表

・出来形品質管理図表

(4)完成図(DRAWINGF フォルダに格納)

(5)地質・土質調査結果(BORING フォルダに格納)

(6)ICT活用工事に適用する要領・基準等にもとづき作成した成果品

（ICON フォルダに格納）

※農林水産省の要領・基準（案）を使用する場合は、以下も納品するこ

と。 

(7)特記仕様書(DRAWINGS-SPEC フォルダに格納)

「三重県公共工事共通仕様書」及び「三重県建設工事実務必携」に記載のあ

る上記以外の書類については、当面の間、電子納品の対象としない。 

2)業務委託の電子納品

業務委託の書類で電子納品の対象とするものは以下のとおり。 

(1)成果品（報告書、図面、写真等）

(2)記録簿等

(3)リサイクル計画書(REPORT フォルダに格納)

(4)ICT 活用工事に適用する要領・基準等にもとづき作成した成果品

（ICON フォルダに格納）

※農林水産省の要領・基準（案）を使用する場合は、以下も納品する

こと。 

(5)特記仕様書(測量業務のみ対象(DOC フォルダに格納))
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「三重県業務委託共通仕様書」及び「三重県建設工事実務必携」に記

載のある上記以外の書類については、当面の間、電子納品の対象としな

い。 

3)電子納品の構成

以下に、土木工事における電子納品の構成例を示す。

INDEX_C.XML 

INDE_C05.DTD 

 

 

 

 

 

 

 

INDEX_C.XML：工事完成図書の電子納品要領により格納する。 

INDE_C05.DTD：工事完成図書の電子納品要領により格納する。 

DRAWINGS：CAD 製図基準及び工事完成図書の電子納品要領により

格納する。 

MEET：工事完成図書の電子納品要領により格納する。 

PLAN：工事完成図書の電子納品要領により格納する。 

DRAWINGF：CAD 製図基準により格納する。 

BORING：地質･土質調査成果電子納品要領により格納する。 

PHOTO：デジタル写真管理情報基準により格納する。 

OTHRS：工事完成図書の電子納品要領により格納する。 

ICON：ICT 活用工事に適用する要領・基準類により格納する。 

・ファイル間でリンクや階層をもった資料（点検電子データ等）、データ容

量が大きい資料等を電子納品する場合など、データの格納方法が各電子

納品要領に依りがたいものについては、受発注者協議によりフォルダご

とファイルを圧縮し、各フォルダに格納する。 

圧縮ファイル形式は、発注者と協議し決定するなど格納方法を決定する。 

DRAWINGS (発注図フォルダ)：発注図データ(任意)、特記仕様書データ(任意)を格納する。 

MEET (打合せ簿フォルダ)：出来形品質管理資料のデータを格納する。 

PLAN (施工計画書フォルダ)：施工計画書データを格納する。 

DRAWINGF (完成図フォルダ)：完成図データを格納する。 

PHOTO (工事写真フォルダ)：工事写真及び参考図データを格納する。 

OTHRS (その他フォルダ)：上記以外のデータ、各工事独自データを格納す

る。

BORING (地質データフォルダ)：地質・土質調査の電子データファイルを格納する。 

工事管理ファイル：工事の基本情報(工事名,工期等)を記述する。 

ICON (i-con フォルダ)：ICT 活用工事に適用する要領・基準等に基づいて

作成された成果品を格納する。 
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2．電子媒体の提出部数について 

1)工事完成図書

完成図書 (正)：電子媒体 1 部 

(副)：電子媒体 1 部 

2)業務委託完成図書

完成図書 (正)：電子媒体 1 部 

(副)：電子媒体 2 部 

3)その他

・電子媒体は、記録面を保護するため、ケース（不織布製又はプラスチッ

ク製）に格納して提出することとする。

・電子化できなかった書類については、紙媒体により、必要な部数を納

品することとする。

・業務委託では電子媒体に加え、検査用として成果品の印刷物(A4 版簡

易ファイル、年度・業務名・完成年月・発注者名及び受注者名を明示、

図面は袋綴じ) 1 部を提出する。

なお、ICON フォルダに格納されたものは、印刷物から除くものとす

る。
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3．工事における発注図等の作成と提供について 

1)発注図の作成

図面への施工区間の明示について

・発注者は、旗上げ、ハッチング、暫定断面の補助線を用い、図面に施

工区間を明示する。

・変更回数が複数となった場合は、前回データは残さずに修正する。

・旗上げ、ハッチングは準拠する基準に基づくものとする。

・発注図作成時に明示した発注用レイヤの施工区間等を完成図に残す

場合は所定のレイヤに移動するものとする。

2)発注図等の提供

工事におけるデータの流れは、国土交通省「CAD 製図基準に関する

運用ガイドライン」(以下「CAD ガイドライン」という。)P49～第 3 編

土木工事編を参考に適用することとし、その詳細について以下に示す。 

(1)当初契約時におけるデータ提供

・発注者は、CAD ガイドライン P50「発注までの手順」に従い、設計

成果品図面から発注図を作成し、工事管理ファイル・図面管理ファ

イル・特記仕様書等データを加え、基準チェックを行ったうえで、

電子媒体に格納して受注者に提供する。 

・発注者は、設計成果品の業務管理ファイル(INDEX_D.XML)を元に

工事管理ファイル(INDEX_C.XML)を作成する。このとき工事管理

項目には、発注年度、工事番号、工事名称、工期、工事内容等必須

事項を入力する。

・発注者は、設計成果品の図面管理ファイル(DRAWING.XML)を元に

図面管理ファイル(DRAWINGS.XML)を作成する。 

(工事管理ファイル) 
INDEX_C.XML 

(図面管理ファイル) 
DRAWINGS.XML 

図面データを格納する 

特記仕様書等ｵﾘｼﾞﾅﾙﾃﾞｰﾀを格納する 

INDE_C05.DTD 

DRAW04.DTD 

DRAWINGS 

SPEC 

例 
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・発注図のファイル名、図面管理項目の図面ファイル名を付け替える。

(ライフサイクルを D から C、図面番号を再配番、改訂履歴を Z か

ら 0)

・特記仕様書等データを DRAWINGS の配下に作成した SPEC サブ

フォルダに格納する。（国土交通省基準使用時は任意とし、農林水産

省の要領・基準（案）を使用する場合は必須とする） 

(2)変更契約時におけるデータ提供

・発注者は、変更契約時に変更の無い図面を含めた変更契約図面一式

(廃棄図面は付けない)を、当初契約時と同様の方法で受注者に提供

する。

・変更図面のファイル名は、整理番号を変更回数として付け替える。 

例) 発注図面       第 1 回変更契約図面 

001C0PL0-平面図.P21 → 001C0PL1-平面図.P21 

(3)出来高設計時におけるデータ提供

・出来高設計図等データの提供方法(フォルダ構成、電子電子媒体等)

は受発注者間の協議により決定する。

・出来高設計図面のファイル名は、整理番号を受発注者間の協議によ

り任意のアルファベットなどを決定して付け替える。

例) 発注図面       第 1 回出来高設計図面 

001C0PL0-平面図.P21 → 001C0PLA-平面図.P21

����

�����

���



4．CORINS,TECRIS 等の登録番号・発注者コード番号について 

業務管理ファイル及び工事管理ファイルに記入する CORINS、TECRIS

等の登録番号及び発注者コード番号の取り扱いは下表のとおりとする。 

なお、工事管理項目の工事番号、業務管理項目の設計書コードは、仕様書

鑑の右下端に記載の番号から空白及び「－」を詰めた 18 桁を記入する。 

(入力例 201917002843100001 半角数字) 

登録項目 登録の有無 登録番号 発注者コード番号 

CORINS 
登録対象 登録データどおり CORINS コード表 

による。 登録対象外 0 を入力 

TECRIS 
登録対象 登録データどおり 

TECRIS コード表 

による 

登録対象外 0 を入力 

AGRIS 
登録対象 0 を入力 

登録対象外 0 を入力 

＊発注者コード番号は、準拠する要領・基準（案）等を所管する省庁のホームページよ

り、要領・基準（案）等の年版に合った CORINS、TECRIS 等それぞれのコード表

にて確認する。 

＊写真管理・納品支援ソフトには CORINS、TECRIS 等データの自動取り込み機能が

あるものがある。現在、CORINS、TECRIS 等データと XML の管理データではデー

タ表現(全角、半角等)が一部違うため、取り込み時に自動変換するソフトでないなど、

異なる場合には直接入力にて対応する。 

5．デジタル写真の電子データについて 

・写真の編集及び写真データの縮小(リサイズ)は認めない。よって、定め

られた解像度内となるよう、予めデジタルカメラの撮影モードを設定す

ること。

・デジタルカメラで撮影する際、デジタルズームは解像度が不足する恐れ

があるので使用しない。 

・トンネル内の暗所の撮影や水中写真等、現場条件によりデジタルカメラ

の撮影が適当でない場合は従来の銀塩方式のカメラを使用するものと

する。このとき、成果品として電子データ化する場合には、解像度に注

意するとともに写真編集との相違を受発注者間の協議で明確にしてお

く。 

・デジタル写真の解像度は、納品データの全体容量の増大をさけるため、

黒板の文字及び撮影対象が確認できることを指標とし 100～300 万画素

とする。 
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地質・土質調査成果電子納品要領で定めるボーリングコア写真について

は「少なくとも約 1mm以上の解像度の画質」を確保することとする。 

なお、黒板の文字が見えない場合は、適宜解像度を調整すること。 

また、写真を閲覧するためのビューアソフトなどは、格納しないこと。 

・デジタル工事写真の小黒板情報電子化について

デジタル工事写真の小黒板情報電子化を実施する際は、「CALS 様式 B_

デジタル工事写真_着手時」に使用する機器・ソフトウェア等（以降、

「使用機器」という。）を記載し監督員と協議すること。使用機器は、

三重県の写真管理基準（案）3.（2）撮影方法に示す項目の電子的記入

ができ、かつ「電子政府における調達のために参照すべき暗号のリスト

（CRYPTREC 暗号リスト※１）に記載している技術を使用した信憑性

確認（改ざん検知機能）を有すること。また受注者は、納品時にチェッ

クシステム（信憑性チェックツール※２）又はチェックシステム（信憑

性チェックツール）を搭載した写真管理ソフトウェアや工事写真

ビューアソフトを用いて、小黒板情報電子化写真の信憑性確認を行い、

その結果を併せて監督員へ提出すること。 

※1（CRYPTREC 暗号リスト「https://www.cryptrec.go.jp/list.html」）

※2（信憑性チェックツール

「http://www.cals.jacic.or.jp/CIM/sharing/index.html」） 

6．PDF 形式のサイズについて 

・PDF ファイルの 1 ファイル当たり容量は 10MB 程度までとし、これを

超える場合は文章の構造単位(章ごと、節ごと)で分割する。

・報告書オリジナルファイルには画像データ等の外部参照機能(リンク貼

り付け)を用いない。また、PDF ファイルは基本的に A4 縦とするが、

A4 横及び A3 横サイズの原稿がある場合はそのまま変換してよい。

・スキャニング及びイメージから PDF ファイルを作成する場合は、出力

時に原稿データと同程度の精度を確保されるよう配慮すること。

7．CAD データファイルのフォーマットについて 

・CAD データファイルの納品時のフォーマットは SXF(P21)形式とする。

ただし、施工期間中の協議等で図面データのやりとりに使用するフォー

マットについては、容量の小さい SXF(SFC)、SXF(P2Z)、SXF(SFZ)を

用いても良い。

・納品する CAD データの SXF 形式のレベルとバージョンは、SXF レベ

ル 2Ver3.0 以上とし、ファイルサイズの軽減を踏まえ、事前協議で決定
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すること。ただし、受発注者間の協議等により SXF レベル 2Ver3.0 以

下で納品することも可能とする。 

・SXF レベル 2Ver3.0 以上で納品する場合の属性付加機構※による属性

セット方法については、「SXF仕様書(建設情報標準化委員会)」及び「属

性セット策定ガイドライン(建設情報標準化委員会)」等を参考に受発注

者で十分協議のうえ決定すること。 

※属性付加機構とは SXFVer.2.0 で定義される「図形要素(幾何情報)」ごと

に「属性(意味情報)」を付加するための汎用的な仕組みのこと。属性付加

機構には以下の三種類があり、SXF のバージョンにより使用方法が異な

るので注意すること。

・属性付加機構の種類と利用場面

種類 
利用場面 

備考 
レベル 2Ver.3.0 レベル 2Ver.3.1

属性ファイル用 

(ATRF) 

一つの図形に複

数の属性を付加

する場合 

受発注者協議に

より策定された

属性を付加する

場合 

図面ファイルとは別

に SAF ファイルが

作成され、属性情報

が書き込まれる 

単一属性用 

(ATRU) 

一つの図形に一

つの属性を付加

する場合 

背景色、等高線、

画像の属性を付

加する場合 

属性情報は図面ファ

イルに書き込まれる

文字フィーチャ用

(ATRS) 

文字に一つの属

性を付加する場

合 

表題欄の属性を

付加する場合 

属性情報は図面ファ

イルに書き込まれる

参考) 

オープン CAD フォーマット評議会(OCF)では SXF フォーマット入出力が適正

かどうかを判定する検定制度(OCF 検定)を実施している。下記 URL にて OCF 検

定に合格し認証を受けている CAD ソフトウェアの一覧を参照可能である。 

(参照先：http://www.ocf.or.jp/) 

CAD ソフトの選定においては製図方法の誤りを避けるため、OCF 検定認証の

可否、CAD 製図基準、要領等のレイヤーテンプレート、チェックツールの装備に

ついて確認する。 
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8．CAD ファイルについて 

1)ファイル名について(CAD 製図基準 H29.3より参考)

 

   

 

 

 

 

 

 

2)ラスタファイルの名称について

SXF レベル 2Ver2.0 で保存（出力）する場合

                   

例）土木設計業務において、図面番号が 001 の平面図（001D0PLZ-平面図.P21）で、1

枚のラスタファイルを格納する場合 

拡張子：半角英数大文字(ﾋﾟﾘｵﾄﾞ含め 4 文字) (P21) 

改定履歴：半角英数大文字 1 文字

(0～9、A～Y、最終は Z とする)

 

図面番号：半角数字 3 文字 (001～999) 

図面種類：半角英大文字 2 文字 (ex．平面図：PL)

 整理番号：(半角英数大文字 1 文字（0～9、A～Z)

 ライフサイクル(※2)：半角英大文字 1 文字

．拡張子 ○ ○○○ ○○○ ○ 

ユーザ定義領域（※１）：全角文字・半角英数大文字

（ハイフン含め 52文字以下)

－△△…△△

DRAWING.XML（図面管理ファイル） 

DRAW04.DTD 

001D0PLZ-平面図.P21（図面ファイル） 

001D0PLZ-平面図.TIF（ラスタファイル） 

nnnD0PLZ.P21（図面ファイル） 

DRAWING 
（図面フォルダ） 

※１ ：ユーザ定義領域(原則として、図面表題欄の図面名を記入)
※２ S(測量)：Survey  D(設計)：Design C(施工)：Construction M(維持管理)：Maintenance

※ 文字数合計で 64 文字以下

拡張子：半角英数大文字(ﾋﾟﾘｵﾄﾞ含め 4 文字) (TIF) 

改定履歴：半角英数大文字 1 文字 (0～9、A～

Y、最終は Z とする)

 

図面番号：半角数字 3 文字 (001～999) 

図面種類：半角英大文字 2 文字 (ex．平面図：PL)

 整理番号：半角英数大文字 1 文字 (0～9、A～Z)

 ライフサイクル：半角英大文字 1 文字

．TIF ○ ○○○ ○○○ ○ 

ユーザ定義領域：全角文字・半角英数大文字

（ハイフン含め 52文字以下)

 

－△△…△△ 

※文字数合計で 64 文字以下
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SXF レベル 2Ver3.0 以上で保存（出力）する場合 

例）土木設計業務において、図面番号が 003 の平面図（003D0PLZ-平面図.P21）で、4

枚のラスタファイルを格納する場合 

DRAWING.XML（図面管理ファイル） 

DRAW04.DTD 

001D0PLZ-位置図.P21（図面ファイル） 

002D0PLZ-一般図.P21（図面ファイル） 

003D0PLZ-平面図.P21（図面ファイル） 

DRAWING 
（図面フォルダ） 

003D0PLZ-平面図.SAF（SAFファイル） 

003D0PL1-平面図.TIF（ラスタファイル） 

003D0PL2-平面図.TIF（ラスタファイル） 

003D0PL3-平面図.TIF（ラスタファイル） 

003D0PL4-平面図.TIF（ラスタファイル） 

nnnD0PLZ-△△△.P21（図面ファイル） 

拡張子：半角英数大文字(ﾋﾟﾘｵﾄﾞ含め 4文字) (TIF、
JPG) 

ラスタファイル番号：半角数字 1 文字
(0～9、A～Y、最終は Z とする)

 

図面番号：半角数字 3 文字 (001～999) 

図面種類：半角英大文字 2 文字 (ex．平面図：PL) 

整理番号：半角英数大文字 1 文字 (0～9、A～Z) 

ライフサイクル：半角英大文字 1 文字

．TIF ○ ○○○ ○○○ ○ 

ユーザ定義領域：全角文字・半角英数大文字

（ハイフン含め 52文字以下)

 

－△△…△△

※文字数合計で 64 文字以下
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・ライフサイクル、整理番号、改定履歴は、下表のとおりとする。

・図面種類は該当工種のファイル名一覧を参照。ただし、用地調査等業

務は YO、工損調査業務は KOとする。(国土交通省準拠例：001S0YOZ-

用測量.P21、S0YO001Z.P21、 農林水産省準拠例：S0KO001Z.P21)

・図面番号は「001」からの連番とする。

＊注 測量業務等とは、測量業務、用地測量業務、用地調査等業務、工損

調査業務、地質・土質調査業務である。 

項  目 業務種別 付 番 

ライフサイクル

測量業務等 ＊注 S で作成。 

設計等業務 D で作成。 

公共工事発注者 C で作成。 

公共工事受注者 C で作成。 

整理番号 

測量業務等 ＊注 0 で作成。 

設計等業務 0 で作成。 

公共工事発注者 当初発注は 0、設計変更時は変更回数 

公共工事受注者 0 で作成。 

改訂履歴 

測量業務等 ＊注 Z で作成。 

設計等業務 Z で作成。 

公共工事発注者 0 で作成。 

公共工事受注者 

発注図の新規作成時は 0、修正時は修正

前に 1 を加算する。完成図は全て Z で作

成。 
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3)レイヤ名について

(CAD 製図基準より参考)

   

                                

ただし、発注図に使用する「発注用レイヤ」は以下のとおりとする。 

・図面オブジェクト、作図要素は該当工種の CAD製図基準で規定してい

るレイヤ名一覧を参照。 

ただし、用地調査等業務は図面オブジェクト、作図要素とも-YO、工

損調査業務は図面オブジェクト、作図要素とも-KO とし、1 レイヤ内

に作図する。(国土交通省準拠例：S-YO-YO-1 工区、農林水産省準拠

例：S-KO-KO) 

・責任主体は、下表のとおりとする。

・図面修正を行った場合は、修正したレイヤのみを該当の責任主体のレ

イヤ名に変更する。

項  目 業務種別 付 番 

責任主体 

測量業務等 ＊注 S で作成。 

設計等業務 D で作成。 

公共工事発注者 C で作成。 

公共工事受注者 C で作成。 

＊注 測量業務等とは、測量業務、用地測量業務、用地調査等業務、

工損調査業務、地質・土質調査業務である。 

□ □~□ □~□ － － □~□－ 
ユーザ定義領域：全角文字(122 文字以下)又は
半角英数大文字（245 文字以下）

作図要素：半角英数大 4 文字以下（ex.旗上げ 
：HTXT）（数値区分が 2 桁必要な場合は 5 
文字以下とする） 

図面オブジェクト：半角英大 3 文字（※1） 
（ex.主構造物:STR） 

責任主体：半角英大 1 文字 

（S:測量、D:設計、C:施工、M:維持管理） 

※１ 用地調査等業務、工損調査業務は 2 文字

※ 文字数合計で半角 256 文字以下

C ORD  － － □~□ － 
ユーザ定義領域：全角文字(122 文字以下)又は
半角英数大文字（245 文字以下）

作図要素：半角英数大 4 文字以下「発注用レイ 
ヤ」では使用しないのでハイフンが 2 個連続

図面オブジェクト：半角英大 3 文字

「ORD」固定

責任主体：半角英大 1 文字 「C」固定

旗上げレイヤの例 ：C－ORD－－旗上げ（ユーザ定義領域の省略も可能） 
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9．電子納品管理項目の場所情報入力方法について 

・境界座標は、世界測地系を標準とする。入力は、国土交通省の各要領の付

属資料「場所情報の記入方法」にて調査のうえ入力する。 

・三重県における場所情報入力の取扱いは、以下のとおりとする。

1)業務管理項目(INDEX_D.XML),工事管理項目(INDEX_C.XML)の場所情報入力

項目名 取扱い 備   考 

測
点
情
報

起点側測点- n 

ある場合 

は入力 

・測点がない場合は未入力

・m：小数第 1 位四捨五入整数止め

記入例)NO.20+15.570 の場合、

測点 n には 0020、測点 m には 016 と記入

起点側測点- m 

終点側測点- n 

終点側測点- m 

距
離
標
情
報

起点側距離標- n 

ある場合 

は入力 

・距離標がない場合は未入力

・m：小数第 1 位四捨五入整数止め

記入例)10.2km の場合、

距離標 n には 010、m には 200 と記入

起点側距離標- m 

終点側距離標- n 

終点側距離標- m 

境
界
座
標
情
報

西側境界座標経度 

必須 

記入例) 

緯度 34 度 43 分 37 秒 

経度 136 度 30 分 42 秒の場合、 

「0344337」,「1363042」と記入。 

東側境界座標経度 

北側境界座標緯度 

南側境界座標緯度 

※測点の「n」は測点番号、「m」は測点からの距離をメートルで記入。

距離標の「n」には起点側からの距離のキロメートル、「m」にはメートルを記入。 

2)測量情報管理項目(SURVEY.XML)の場所情報入力

項目名 取扱い 備   考 

区

域

情

報

西側境界座標経度 

条件付

き必須 

・「緯度経度、または平面直角座標のどち

らかまたは双方を記入」 

東側境界座標経度 

北側境界座標緯度 

南側境界座標緯度 

平面直角座標系 

条件付 

き必須 

・三重県は「06」

・任意座標の場合は「99」

西側境界平面直角座標 

・「緯度経度、または平面直角座標のどち

らかまたは双方を記入」 

東側境界平面直角座標 

北側境界平面直角座標 

南側境界平面直角座標 
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3)図面管理項目(DRAWING.XML)の場所情報入力

項目名 取扱い 備   考 

緯
度
経
度 

基準点情報緯度 条件付

き必須 

・「緯度経度、または平面直角座標のいず

れかを必ず記入」 基準点情報経度 

平
面
直
角
座
標

基準点情報平面直角

座標系番号 

条件付 

き必須 

・三重県は「06」

・任意座標の場合は「99」

基準点情報平面直角

座標 X 座標 ・「緯度経度、または平面直角座標のいず

れかを必ず記入」 基準点情報平面直角

座標 Y 座標 

＊平面直角座標による記入例(県庁) 

測地系：02 ※  

基準点情報平面直角座標系番号：06 

基準点情報平面直角座標 X 座標：-140652.572 

基準点情報平面直角座標 Y 座標：+46567.059 

※世界測地系 JGD2011 の場合「02」

4)地質情報管理項目(BORING.XML)の場所情報入力

項目名 取扱い 備   考 

ボーリング情報 
経度 

必須 ・ボーリング本数分「必須」
緯度 

＊平面直角座標・緯度経度の変換について 

平面図等の平面直角座標を緯度経度に変換し、境界座標に記入する場合

は、国土地理院が公開している変換プログラムをインターネット上で利用

することで可能。 

URL：http://vldb.gsi.go.jp/sokuchi/surveycalc/main.html 

＊境界座標の入力について 

国土地理院が公開しているプログラムをインターネット上で利用する

ことが可能。 

測量成果電子納品「業務管理項目」境界座標入力支援サービス 

URL：http://psgsv2.gsi.go.jp/koukyou/rect/index.html 
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10．電子納品個別事項について 

1)公共工事の電子納品

(1)工事管理項目における請負者情報の受注者コードには、三重県の建設

工事等入札参加資格者名簿の建設業許可番号（8 桁）を記入する。

(2)DRAWINGF(完成図フォルダ)：工事目的物の完成状態を図面として

記録した「工事完成図」の図面データを格納する。

図面管理項目の「作成者名」及び CAD 図面の表題欄の「会社名」

については、受注者名を記入する。 

(3)出来形管理ソフト等による特定のソフトに依存したフォ－マットで

作成される電子データについては、汎用性のある形式で納品するもの

とし、その形式は受発注者間で協議して決定する。

(4)施工計画書及び出来形品質管理資料については、受発注者間で協議し

たうえで、オリジナルファイルから変換した PDF ファイルも納品可

とする。

(5)電子データが格納されていないフォルダは削除したうえで納品する。 

����

�����

���



2)業務委託の電子納品

(1)測量成果の電子納品要領にて納品される電子データのうち、原則、図

面は CAD データとし、DRAWING フォルダに格納する。

(2)測量成果電子納品要領における用地測量－測量成果－面積計算に格

納する面積計算書(数値データ)の納品フォーマットは、日本測量工業

会統一規格「SIMA 形式(拡張子：SIM)」とする。

(3)CAD データがファイル名一覧に該当しない場合は、受発注者間の協

議により類似工種等を準用し、図面管理項目の受注者説明文にファイ

ル名の付け方の簡単な概要を記述する。

また、レイヤ名一覧に該当しない場合は、受発注者間の協議により

類似工種等を準用し、同様に受注者説明文に概要を記述するか、新規

レイヤを追加し、図面管理項目の新規レイヤ(新規レイヤ名(略語)、新

規レイヤ(概要))を記述する。

例)道路詳細設計横断図準用法面部分のため、D-STR-STRA レイ 

ヤを追加

(4)測量成果の内、報告書等については SURVEY-DOC フォルダに格納

する。(ファイル名は SUVRP)

(5)測量・用地測量業務を含む場合、基準点については別途 EXCEL ファ

イルでも作成し(様式は基準点一覧表：三重県様式)、SURVEY-DOC に

格納する。(ファイル名は KIJYUN(半角英字))

(6)電子データが格納されていないフォルダは削除したうえで納品する。 

3)工事写真について

監督員が現場状況の把握等で必要と判断し、受注者に提出を求めた場

合は、工事写真の印刷物を提出しなければならない。 

印刷内容は監督員と受注者が協議して決定するものとする。 

注意事項:ファイル名はKIJUN:半角英数字とすること。当該ファイルの種別欄は基準点とする。
当該ファイルにおいても禁則文字は使用しない。

事業名 例:平成21年度国補通砂弟77分1号一級河川三重川水系三重川流域津川国補通常砂防工事

施工番号 例:200917002642100005
注意事項:施工番号については仕様書鑑右下端の番号のハイフン抜きとする。

座標系についてはローマ数字は使用せず、英数字で記入する。
用地測量の場合、４級に対する補助基準点の場合は５級相当と表記する。

点名 等級 種別 標識の種類 測地系種別 緯度:0.0001秒まで 経度:0.0001秒まで 座標系 座標X:0.001mまで 座標Y:0.001mまで

例:TB.1 1 基準点 金属鋲 世界測地系 33度00分00.0000秒 133度00分00.0000秒 6 3000.000m 3000.000m

基 準 点 一 覧 表

����

�����

���



第 4 章 電子納品の確認 

1．電子納品の確認手順について

1)着手時の確認手順

・受発注者間で、着手時において電子納品に必要な基本的な事項※1を確認

しておくこと。※2 

2)電子納品時の確認手順

・受発注者間で、電子納品時において電子納品に必要な基本的な事項※1を

確認しておくこと。※2

・受注者は、電子媒体作成時に電子納品確認※3 を行い、電子納品の基準

チェック結果を表示したものなどを印刷し、監督員に提出する。

・監督員は、電子媒体の受け取り時に電子納品確認を行う。

・監督員は、電子納品確認において修正事項を発見した場合は、受発注者

間の協議により、修正の要否を決定する。

・受注者は、受発注者間の協議により修正が必要となった場合は、修正を

行い監督員へ再提出する。

・監督員は、再提出された電子媒体の修正事項の確認を行ったうえで、

電子媒体に署名を行い受理する。

※1 基本的な事項とは、適用する基準・要領(案)や電子納品対象書類等、電子納

品チェックシートに記載されている事項である。 

※2 確認の手段として電子納品チェックシートを用いてもよい。

 電子納品チェックシートは、電子納品を円滑に行うために、工事や業務委託

の段階毎のチェック項目を記した様式であり、使用にあたっては 3)電子納品

チェックシートによる基本事項の確認を参照すること。

※3 電子納品確認は、以下の手順で行う。

①電子媒体の外観確認【目視確認】 

②電子納品の基準チェック(XML チェック等)【ソフトウェアによる確認】※

③電子納品の内容確認【ビューワを利用した目視確認】

※電子納品を確認する事ができる基準チェック用ソフトウェアについては、次

頁のとおり。

※4 ホームページよりダウンロードしたソフトウェアは最新版に更新されてい

る場合があるので検査前にも再確認すること。 

※5 小黒板情報の電子的記入を行ったデジタル写真に対して、チェックツール等

を利用し、信憑性確認（改ざん検知）を行うこととする。 
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【電子納品を確認する事ができる基準チェック用ソフトウェア】 

国土交通省版に準拠するもの→三重県電子納品チェッカー 

：三重県ホームページ「三重県 HP→まちづくり→公共事業→CALS/EC

→電子納品→要領・基準等」よりダウンロード可能※４

http://www.pref.mie.lg.jp/common/06/ci600003649.htm 

国土交通省<大臣官房官庁営繕部>に準拠するもの→ 

電子成果品作成支援・検査システム<官庁営繕関係> 

:国土交通省官庁営繕のホームページよりダウンロード可能 

http://www.mlit.go.jp/gobuild/gobuild_tk2_000017.html 

【小黒板情報電子化写真の信憑性確認ツール】 

：JACIC のホームページよりダウンロード可能※５ 

http://www.cals.jacic.or.jp/CIM/sharing/index.html 

�����

���
����

http://www.pref.mie.lg.jp/common/06/ci600003649.htm
http://www.mlit.go.jp/gobuild/gobuild_tk2_000017.html


3)電子納品チェックシートによる基本事項の確認

(1)使用の流れ

↓ 

(2)基本的事項

・電子納品チェックシートは、段階毎に受注者にて記述可能な項目につ

いて記述し、受発注者間の協議に使用する。 

・電子納品チェックシートは標準仕様であるため、記述欄が不足する場

合は、適宜加工して使用する。 

(3)電子納品チェックシートの構成

・電子納品チェックシートは CALS 様式 1～7、A、B の 9 様式で構成

されており、業務種別により CALS 様式 1～7 より様式を選択し、納

品内容に図面があれば CALS 様式 A、写真があれば CALS 様式 B を

組み合わせる。(組み合わせ例参照)

CALS 様式 1 測量業務 

CALS 様式 2 用地測量業務 

CALS 様式 3 用地調査等業務 

CALS 様式 4 工損調査業務 

CALS 様式 5 地質・土質調査業務 

CALS 様式 6 設計業務等 

CALS 様式 7 公共工事 

CALS 様式 A CAD 製図 

CALS 様式 B デジタル工事写真 

①電子納品チェックシートを入手する。

測量・用地測量業務を含む場合は、基準点一覧表も入手する。

(「三重県 HP→まちづくり→公共事業→CALS/EC→電子納品→要領・基準

等→令和元年７月三重県 CALS電子納品運用マニュアル」

ホームページ http://www.pref.mie.lg.jp/common/06/ci600003649.htm

よりダウンロードする。)

② 電子納品チェックシートを使用して、段階毎に電子納品の打ち合わ

せを行い、決定事項を打ち合わせ簿に記述する。

電子納品チェックシートは打ち合わせ簿の添付資料とする。
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(組み合わせ例 1) 

道路詳細設計 

  CALS 様式 6 設計業務等 CALS 様式 A CAD 製図 

(設計なので納品図面有り) 

CALS 様式 B デジタル工事写真 

(現地踏査の写真が必要なので納品

に写真有り) 

(組み合わせ例 2) 

道路改良工事 

CALS 様式 7 公共工事 CALS 様式 A CAD 製図 

(工事なので納品図面有り) 

CALS 様式 B デジタル工事写真 

  (工事なので納品に写真有り) 
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第 5 章 検査時の対応方法

1．検査時の対応方法について

1)工事検査の場合

・電子納品物については、原則パソコンの画面上で確認する。

・監督員と検査員が事前調整の結果、発注機関以外の場所において電子

媒体で納品した資料を確認する場合は、受注者と調整のうえ、電源の

確保できる場所にて行う。

・電子化されていない書類については、従来どおり紙媒体で確認する。 

・電子媒体で納品した資料のうち、検査に必要と判断したものは、監督

員が用意する。

2)業務委託検査の場合

・成果品の内容確認については、受注者より提出された、成果品の印刷

物(A4 版簡易ファイル、年度・委託名・完成年月・発注者及び受注者

名を明記、図面は袋綴じ)により行う。ただし、成果品の印刷物はあく

まで参考資料とし、原本は電子媒体とする。

3)出来高検査及び中間検査について

・出来高検査及び中間検査については、途中成果の電子媒体にて検査を

行う。

・受注者は、電子媒体の途中成果 1 部を監督員に提出する。

・監督員は、検査後、受注者に途中成果を返却する。

・ラベルの表示事項の内、完成年月については予定月を記載し、括弧書

きで出来高検査又は中間検査の回数を記載する。

(出来高検査の例)平成 31年 3月(出来高第 1回)

(中間検査での例)平成 31年 4月(中間第 1回)

4)その他の事項

・電子納品確認検査用機器については、原則として発注者が用意する。 

・ただし、受発注者間の協議により、受注者の協力が可能な場合は受注

者が用意してもよい。
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第 6 章 その他の事項 

1．問い合わせ先

本マニュアルに関する問い合わせ先を以下に示す。

○ 三重県県土整備部、農林水産部、企業庁が発注する業務

三重県県土整備部 技術管理課 

〒514－8570 

三重県津市広明町 13 番地 

TEL.059-224-2208 FAX.059-224-3290 

Mail：cals@pref.mie.lg.jp 

○ 三重県県土整備部営繕課が発注する業務

三重県県土整備部 営繕課 

〒514-8570 

三重県津市広明町 13 番地 

TEL.059-224-2150 FAX.059-224-2111 

Mail：eizen@pref.mie.lg.jp 

改訂履歴 

このマニュアルは、平成 15 年 3 月 1 日から施行する。 

このマニュアルは、平成 15 年 11 月 1 日から施行する。 

このマニュアルは、平成 16 年 10 月 1 日から施行する。 

このマニュアルは、平成 18 年 4 月 1 日から施行する。 

このマニュアルは、平成 19 年 4 月 1 日から施行する。 

このマニュアルは、平成 20 年 4 月 1 日から施行する。 

このマニュアルは、平成 21 年 4 月 1 日から施行する。 

このマニュアルは、平成 21 年 11 月 1 日から施行する。 

このマニュアルは、平成 24 年 4 月 1 日から施行する。 

このマニュアルは、平成 24 年 7 月 1 日から施行する。 

このマニュアルは、平成 29 年 4 月 1 日から施行する。 

このマニュアルは、令和元年 7 月 1 日から施行する。
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25．河川工事等の工事看板の取扱いについて 

（令和元年５月２８日 国水環第１０号 国水治第２２号 国水保第５号 

国水海第３号） 

河川工事等の工事看板への記載にあたり、あらためて周辺住民等に対して工事に関する

情報をわかりやすく発信する取組を推進されるよう、貴管内各現場への周知徹底方よろし

くお願いする。

別添：工事看板の主な記載例 

基本例 ○○○ 防ぐため、○○を○○しています

○○○ 守るため、○○を○○しています

○○○ 点検するため、○○を○○しています

主な工種等 記載例 

築堤 洪水被害を防ぐため、堤防を整備しています 

河道掘削 洪水被害を防ぐため、土砂を撤去しています 

護岸 ○○○ 守るため、護岸を整備しています

堤防除草 堤防を点検するため、草を刈っています 

河川樹木伐採 洪水を防ぐ河川の流れを保つため、樹木を切っています 

法面補修 堤防強化のため、のり面を補修しています 

環境整備 安全に利用できるよう、○○を整備しています 

災害復旧 
壊れた護岸を直しています 

堤防を強くするため、○○を整備しています 

離岸堤 

人工リーフ 高波から海岸を守る施設を整備しています 

砂防堰堤 土砂災害を防ぐ、砂防堰堤を整備しています 

地すべり対策 
（排水ボーリング工） 

地すべり災害を防ぐため、地下水を抜いています 

※工事の目的をできるだけ簡潔に伝えるよう工夫願います

※なお、すでに運用いている記載例がある場合はその限りではありません

・主な工種等の記載に加え以下を記載する。

対象工事 記載内容 

「防災・減災、国土強靭化

のための３か年緊急対策」

に基づく工事 

国土 強
きょう

靭
じ ん

化
か

対策工事 
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